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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波ビームを用いて検査対象物を検査する超音波診断装置であって、
　前記超音波ビームを送信し、かつ前記検査対象物によって反射された超音波エコーを受
信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複数の素子が配列
された探触子と、
　前記探触子に、複数の前記素子を用い、所定の送信焦点を形成するように前記超音波ビ
ームを送信させることを、複数回、行わせる送信手段と、
　前記送信焦点それぞれに対する個々の前記超音波ビームの送信に対応して、複数の前記
素子が出力したアナログ素子信号を受け、所定の処理を施す受信手段と、
　前記受信手段が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、素子位置と深度と強度と
の関係を示すデジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換手段と、
　複数の前記第１の素子データから、前記第１の素子データのいずれかに対応する第２の
素子データを生成する第１のデータ処理手段と、
　前記超音波ビームを時経列に連続的に発生させて動画撮影を行う動画撮影モードと、前
記超音波ビームを一時的に発生させて静止画撮影を行う静止画撮影モードとを切り替える
撮影モード切替手段と、を有し、
　前記第１のデータ処理手段は、２以上の前記第１の素子データの遅延時間を算出する遅
延時間算出部と、前記２以上の第１の素子データを算出された遅延時間及び受信された前
記探触子の素子の位置に基づいて重ね合わせ、素子位置と深度と強度との関係を示すデー



(2) JP 6000197 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

タである前記第２の素子データを生成する重ね合わせ処理部とを有し、
　前記撮影モード切替手段により、前記動画撮影モードに切り替えた場合、前記送信手段
により、前記検査対象物内に対して少なくとも１つの焦点を形成し、前記第１のデータ処
理手段を用いて第１の素子データを処理することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、前記超音波ビームの送信を、中心となる素子を変更して、複数回行う
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記受信手段は、前記送信手段による前記超音波ビームの送信に対応して、中心となる
素子を変更する請求項１または２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記受信手段は、前記送信手段に用いる複数の前記素子と同じこの素子で受信する請求
項１～３いずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記第１のデータ処理手段は、前記撮影モード切替手段により、前記動画撮影モードに
切り替えた場合に、処理する前記第１の素子データの数を変更する請求項１～４のいずれ
か１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記第２の素子データに基づいて表示画像データを生成する画像生成部と、前記表示画
像データに基づき、超音波画像の動画を表示する表示部とを有する請求項１～５のいずれ
か１項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　さらに、前記検査対象物内の環境音速を決定する環境音速決定部を有し、
　前記画像生成部は、前記決定された環境音速を用いて表示画像データを生成し、
　前記表示部は、前記環境音速に基づく超音波画像の動画を表示する請求項６に記載の超
音波診断装置。
【請求項８】
　さらに、前記環境音速に基づき局所音速を決定する局所音速決定部を有し、
　前記画像生成部は、前記決定された局所音速を用いて前記表示画像データを生成し、
　前記表示部は、前記局所音速に基づく超音波画像の動画を表示する請求項７に記載の超
音波診断装置。
【請求項９】
　さらに、前記環境音速に基づき音速を補正し、音速補正値を得る音速補正部を有し、
　前記画像生成部は、前記音速補正値を用いて前記表示画像データを生成し、
　前記表示部は、前記音速補正値で音速が補正された超音波画像の動画を表示する請求項
７に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　さらに、１つの前記第１の素子データに基づいて超音波画像上の１ラインのデータを作
成する第２のデータ処理手段を有し、
　前記撮影モード切替手段により、前記静止画撮影モードに切り替えた場合、前記送信手
段により、前記検査対象物内に対して複数の焦点を形成し、前記第２のデータ処理手段を
用いて前記第１の素子データを処理する請求項１～９のいずれか１項に記載の超音波診断
装置。
【請求項１１】
　前記第２のデータ処理手段で作成された超音波画像上の１ラインのデータに基づいて表
示画像データを生成する画像生成部と、前記表示画像データに基づき、超音波画像の静止
画を表示する表示部とを有する請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　さらに、前記検査対象物内の環境音速を決定する環境音速決定部を有し、
　前記環境音速決定部で決定された環境音速を用いて、前記画像生成部は表示画像データ
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を生成し、
　前記表示部に前記環境音速に基づく超音波画像の静止画を表示させる請求項１１に記載
の超音波診断装置。
【請求項１３】
　さらに、前記環境音速に基づき局所音速を決定する局所音速決定部を有し、
　前記局所音速決定部により、前記環境音速に基づき局所音速が求められ、
　決定された前記局所音速を用いて、前記画像生成部は表示画像データを生成し、
　前記表示部に前記局所音速に基づく超音波画像の静止画を表示させる請求項１２に記載
の超音波診断装置。
【請求項１４】
　さらに、前記環境音速に基づき音速を補正し、音速補正値を得る音速補正部を有し、
　前記音速補正値を用いて、前記画像生成部は表示画像データを生成し、
　前記表示部に前記音速補正値に基づく超音波画像の静止画を表示させる請求項１２に記
載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記第１の素子データおよび前記第２の素子データを少なくとも一方を保持する素子デ
ータ保持手段を有する請求項１～１４のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記第１のデータ処理手段は、複数の前記第１の素子データから前記第２の素子データ
を生成する直前に、複数の前記第１の素子データそれぞれの整相加算を行って複数の第１
の受信データを生成し、複数の前記第１の受信データから、前記第１の受信データのいず
れかに対応する第２の受信データを生成する請求項１～１５のいずれか１項に記載の超音
波診断装置。
【請求項１７】
　前記第２の受信データに基づいて表示画像データを生成する画像生成部と、前記表示画
像データに基づき、超音波画像の動画を表示する表示部とを有する請求項１６に記載の超
音波診断装置。
【請求項１８】
　超音波ビームを用いて検査対象物を検査する超音波診断装置であって、
　前記超音波ビームを送信し、かつ前記検査対象物によって反射された超音波エコーを受
信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複数の素子が配列
された探触子と、
　前記探触子に、複数の前記素子を用い、所定の送信焦点を形成するように前記超音波ビ
ームを送信させることを、複数回、行わせる送信手段と、
　前記送信焦点それぞれに対する個々の前記超音波ビームの送信に対応して、複数の前記
素子が出力したアナログ素子信号を受け、所定の処理を施す受信手段と、
　前記受信手段が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、素子位置と深度と強度と
の関係を示すデジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換手段と、
　複数の前記第１の素子データに対して整相加算処理し、整相加算後の前記第１の素子デ
ータのいずれかに対応する第２の受信データを生成する第１のデータ処理手段と、
　前記超音波ビームを時経列に連続的に発生させて動画撮影を行う動画撮影モードと、前
記超音波ビームを一時的に発生させて静止画撮影を行う静止画撮影モードとを切り替える
撮影モード切替手段と、を有し、
　前記第１のデータ処理手段は、２以上の前記第１の素子データの遅延時間を算出する遅
延時間算出部と、２以上の、整相加算の基準となるラインを一致させて算出した、深度と
強度との関係を示すデータである前記整相加算後の第１の素子データを、算出された遅延
時間に基づいて重ね合わせ、深度と強度との関係を示すデータである前記第２の受信デー
タを生成する重ね合わせ処理部とを有し、
　前記撮影モード切替手段により、前記動画撮影モードに切り替えた場合、前記送信手段
により、前記検査対象物内に対して少なくとも１つの焦点を形成し、前記第１のデータ処
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理手段を用いて整相加算後の第１の素子データを処理することを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項１９】
　超音波ビームを送信し、かつ検査対象物によって反射された超音波エコーを受信して、
受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複数の素子が配列された探
触子を用い、検査対象物を検査するための超音波画像を取得する超音波画像生成方法であ
って、
　前記超音波ビームを時経列に連続的に発生させて動画撮影を行う動画撮影モードと、前
記超音波ビームを一時的に発生させて静止画撮影を行う静止画撮影モードとが切り替え可
能であり、前記動画撮影モードに切り替えた場合、
　前記探触子によって、複数の素子を用い、所定の送信焦点を形成するように前記超音波
ビームを送信させることを、複数回行い、かつ個々の前記超音波ビームの送信に対応して
、複数の前記素子が出力したアナログ素子信号を出力し、このアナログ素子信号をＡ／Ｄ
変換して、素子位置と深度と強度との関係を示すデジタル素子信号である第１の素子デー
タとし、複数の前記第１の素子データを遅延時間及び受信された前記探触子の素子の位置
に基づいて重ね合わせて、前記第１の素子データのいずれかに対応する、素子位置と深度
と強度との関係を示すデータである第２の素子データを生成することを、前記検査対象物
内に対して少なくとも１つの焦点を形成して行うことを特徴とするデータを処理すること
を特徴とする超音波画像生成方法。
【請求項２０】
　前記静止画撮影モードに切り替えた場合、前記検査対象物内に対して複数の焦点を形成
し、送信焦点に前記超音波ビームを送信させ、前記第１の素子データを得、１つの前記第
１の素子データに基づいて、超音波画像上の１ラインのデータを作成する請求項１９に記
載の超音波画像生成方法。
【請求項２１】
　請求項１９または２０に記載の超音波画像生成方法の各工程を手順としてコンピュータ
に実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波ビームを送受信することにより生体内の臓器等の検査対象物の撮影を
行って、検査対象物の検査または診断のために用いられる超音波画像を生成する超音波診
断装置、超音波画像生成方法およびプログラムに関し、特に、動画撮影モードではシング
ルフォーカスのマルチライン処理を行い、静止画撮影モードではマルチフォーカスの通常
処理を行う超音波診断装置、超音波画像生成方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療分野において、超音波画像を利用した超音波画像診断装置等の超音波検
査装置が実用化されている。一般に、この種の超音波検査装置は、複数の素子（超音波ト
ランスデューサ）を内蔵した超音波探触子（超音波プローブ）と、この超音波探触子に接
続された装置本体とを有しており、超音波探触子の複数の素子から検査対象物（以下、被
検体ともいう）に向けて超音波ビームを送信し、被検体からの超音波エコーを超音波探触
子で受信して、その受信した超音波エコー信号を装置本体で電気的に処理することにより
超音波画像が生成される。
【０００３】
　超音波検査装置においては、超音波画像を生成するとき、被検体の検査対象領域、例え
ば、生体内の臓器またはその臓器内の病巣等に探触子の複数の素子から焦点を合わせて超
音波ビームを送信し、検査対象領域の反射体、例えば、臓器もしくは病巣等の表面または
界面からの超音波エコーを複数の素子を介して受信している。しかし、同一の反射体で反
射された超音波エコーを複数の素子で受信するので、送信素子から送信された超音波ビー
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ムの焦点位置に位置する反射体で反射され、送信素子で受信された超音波エコー信号に対
して、同一の反射体で反射され、送信素子と異なるその他の素子で受信された超音波エコ
ー信号は遅延することになる。このため、複数の素子で受信した超音波エコー信号をＡ／
Ｄ（アナログ／デジタル）変換して素子データとした後、素子データを受信フォーカス処
理して、すなわち、遅延補正して位相を合わせ整相加算して音線信号を生成する。こうし
て得られた音線信号に基づいて超音波画像を生成している。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、ＲＯＩ１とＲＯＩ２の２点の着目領域と超音波プローブまで
のそれぞれの平均音速、すなわち、環境音速から２点間における平均音速、すなわち、局
所音速を決定する方法が記載されている。
【０００５】
　特許文献１においては、超音波プローブから距離（深さ）ｄの位置における被検体内に
ＲＯＩ１を設定し、超音波プローブから距離（深さ）ｄ＋Δｄの位置における被検体内に
ＲＯＩ２を設定する。
　次に、ＲＯＩ１におけるビーム集束度（超音波画像の画質）を最大にする設定音速値に
基づいて、超音波プローブからＲＯＩ１に至る経路における平均音速Ｃ１を求め、さらに
、ＲＯＩ２におけるビーム集束度（超音波画像の画質）を最大にする設定音速値に基づい
て、超音波プローブからＲＯＩ２に至る経路における平均音速Ｃ２を求める。
　そして、平均音速Ｃ１およびＣ２と、超音波プローブからＲＯＩ１およびＲＯＩ２まで
の距離とに基づいて、ＲＯＩ１からＲＯＩ２に到る経路における平均音速Ｃｘを求める。
このように目的とする領域の上下にＲＯＩ１およびＲＯＩ２を設定すれば、その領域にお
ける音速を求めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２０７４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の特許文献１においては、超音波プローブからＲＯＩ１、ＲＯＩ２のそれぞれに到
る経路での平均音速を正確に求めるためには、各ＲＯＩのそれぞれの位置に焦点を合わせ
た送信ビームを送信して、きれいな反射波面を得る必要がある。このため、送信フォーカ
スの回数が、ＲＯＩの数に応じて増加し、その結果、フレームレートを低下させてしまい
、動画としては不向きであるという問題点がある。
【０００８】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、動画であってもマルチフォーカスに
近い精度で超音波画像を作成することができる超音波診断装置、超音波画像生成方法およ
びプログラムを提供することにある。
　また、動画であってもマルチフォーカスに近い精度で音速値を算出することができる超
音波診断装置、超音波画像生成方法およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様は、超音波ビームを用いて検査対象物
を検査する超音波診断装置であって、超音波ビームを送信し、かつ検査対象物によって反
射された超音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出
力する、複数の素子が配列された探触子と、探触子に、複数の素子を用い、所定の送信焦
点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数回、行わせる送信手段と、
　送信焦点それぞれに対する個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力し
たアナログ素子信号を受け、所定の処理を施す受信手段と、受信手段が処理したアナログ
素子信号をＡ／Ｄ変換して、デジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換手
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段と、複数の第１の素子データから、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子
データを生成する第１のデータ処理手段と、超音波ビームを時経列に連続的に発生させて
動画撮影を行う動画撮影モードと、超音波ビームを一時的に発生させて静止画撮影を行う
静止画撮影モードとを切り替える撮影モード切替手段と、撮影モード切替手段により、動
画撮影モードに切り替えた場合、送信手段により、検査対象物内に対して少なくとも１つ
の焦点を形成し、第１のデータ処理手段を用いて第１の素子データを処理することを特徴
とする超音波検査装置を提供するものである。
【００１０】
　例えば、送信手段は、超音波ビームの送信を、中心となる素子を変更して、複数回行う
。また、例えば、受信手段は、送信手段による超音波ビームの送信に対応して、中心とな
る素子を変更する。
　受信手段は、送信手段に用いる複数の素子と同じこの素子で受信することもできる。
　また、第１のデータ処理手段は、撮影モード切替手段により、動画撮影モードに切り替
えた場合に、処理する第１の素子データの数を変更することもできる。
　また、第２の素子データに基づいて表示画像データを生成する画像生成部と、表示画像
データに基づき、超音波画像の動画を表示する表示部とを有することが好ましい。
【００１１】
　さらに、検査対象物内の環境音速を決定する環境音速決定部を有し、画像生成部は、決
定された環境音速を用いて表示画像データを生成し、表示部は、環境音速に基づく超音波
画像の動画を表示することが好ましい。
　さらに、環境音速に基づき局所音速を決定する局所音速決定部を有し、画像生成部は、
決定された局所音速を用いて表示画像データを生成し、表示部は、局所音速に基づく超音
波画像の動画を表示することが好ましい。
【００１２】
　さらに、環境音速に基づき音速を補正し、音速補正値を得る音速補正部を有し、画像生
成部は、音速補正値を用いて表示画像データを生成し、表示部は、音速補正値で音速が補
正された超音波画像の動画を表示することが好ましい。
　さらに、１つの第１の素子データに基づいて超音波画像上の１ラインのデータを作成す
る第２のデータ処理手段を有し、撮影モード切替部により、静止画撮影モードに切り替え
た場合、送信手段により、検査対象物内に対して複数の焦点を形成し、第２のデータ処理
手段を用いて第１の素子データを処理することが好ましい。
【００１３】
　画像生成部は、第２のデータ処理手段で作成された超音波画像上の１ラインのデータに
基づいて表示画像データを生成するものであり、表示部に表示画像データに基づき、超音
波画像の静止画を表示することが好ましい。
　環境音速決定部で決定された環境音速を用いて、画像生成部は表示画像データを生成し
、
　表示部に環境音速に基づく超音波画像の静止画を表示させることが好ましい。
【００１４】
　局所音速決定部により、環境音速に基づき局所音速が求められ、決定された局所音速を
用いて、画像生成部は表示画像データを生成し、表示部に局所音速に基づく超音波画像の
静止画を表示させることが好ましい。
　音速補正部により、環境音速に基づく音速補正値を得て、音速補正値を用いて、画像生
成部は表示画像データを生成し、表示部に音速補正値に基づく超音波画像の静止画を表示
させることが好ましい。
　第１の素子データおよび第２の素子データを少なくとも一方を保持する素子データ保持
手段を有することが好ましい。
　また、第１のデータ処理手段は、複数の第１の素子データから第２の素子データを生成
する直前に、複数の第１の素子データそれぞれの整相加算を行って複数の第１の受信デー
タを生成し、複数の第１の受信データから、第１の受信データのいずれかに対応する第２
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の受信データを生成することが好ましい。
　さらに、第２の受信データに基づいて表示画像データを生成する画像生成部と、表示画
像データに基づき、超音波画像の動画を表示する表示部とを有することが好ましい。
【００１５】
　本発明の第２の態様は、超音波ビームを用いて検査対象物を検査する超音波診断装置で
あって、超音波ビームを送信し、かつ検査対象物によって反射された超音波エコーを受信
して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複数の素子が配列さ
れた探触子と、探触子に、複数の素子を用い、所定の送信焦点を形成するように超音波ビ
ームを送信させることを、複数回、行わせる送信手段と、送信焦点それぞれに対する個々
の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子信号を受け、所定
の処理を施す受信手段と、受信手段が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、デジ
タル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換手段と、複数の第１の素子データに
対して整相加算処理し、整相加算後の第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子
データを生成する第１のデータ処理手段と、超音波ビームを時経列に連続的に発生させて
動画撮影を行う動画撮影モードと、超音波ビームを一時的に発生させて静止画撮影を行う
静止画撮影モードとを切り替える撮影モード切替手段と、撮影モード切替手段により、動
画撮影モードに切り替えた場合、送信手段により、検査対象物内に対して少なくとも１つ
の焦点を形成し、第１のデータ処理手段を用いて整相加算後の第１の素子データを処理す
ることを特徴とする超音波検査装置を提供するものである。
【００１６】
　本発明の第３の態様は、超音波ビームを送信し、かつ検査対象物によって反射された超
音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複
数の素子が配列された探触子を用い、検査対象物を検査するための超音波画像を取得する
超音波画像生成方法であって、超音波ビームを時経列に連続的に発生させて動画撮影を行
う動画撮影モードと、超音波ビームを一時的に発生させて静止画撮影を行う静止画撮影モ
ードとが切り替え可能であり、動画撮影モードに切り替えた場合、探触子によって、複数
の素子を用い、所定の送信焦点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数
回行い、かつ個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子
信号を出力し、このアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、デジタル素子信号である第１の
素子データとし、複数の第１の素子データから、第１の素子データのいずれかに対応する
第２の素子データを生成することを、検査対象物内に対して少なくとも１つの焦点を形成
して行うことを特徴とするデータを処理することを特徴とする超音波画像生成方法を提供
するものである。
　例えば、静止画撮影モードに切り替えた場合、検査対象物内に対して複数の焦点を形成
し、送信焦点に超音波ビームを送信させ、第１の素子データを得、１つの第１の素子デー
タに基づいて、超音波画像上の１ラインのデータを作成する。
【００１７】
　本発明の第４の態様は、本発明の第３の態様の超音波画像生成方法の各工程を手順とし
てコンピュータに実行させるためのプログラムを提供するものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の超音波診断装置および超音波診断方法によれば、動画であってもマルチフォー
カスに近い精度で超音波画像を作成できるとともに、音速値の算出もできる。なお、プロ
グラムにおいても、動画であってもマルチフォーカスに近い精度で超音波画像を作成させ
ることができ、音速値を算出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態の超音波診断装置を示すブロック図である。
【図２】図１に示す超音波診断装置における受信フォーカス処理の一例を説明するための
概念図である。
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【図３】図１に示す超音波診断装置の素子データ処理部の構成の一例を概念的に示すブロ
ック図である。
【図４】（ａ）および（ｃ）は、それぞれ理想的な超音波ビームによる超音波の送受信を
説明するための概念図であり、（ｂ）および（ｄ）は、それぞれの超音波の送受信で得ら
れる素子データを示す概念図である。
【図５】（ａ）および（ｃ）は、それぞれ実際の超音波ビームによる超音波の送受信を説
明するための概念図であり、（ｂ）および（ｄ）は、それぞれの超音波の送受信で得られ
る素子データを示す概念図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、同じ反射点に対して、互いに異なる中心素子による超音
波の送受信を行った場合の音波の経路を説明するための概念図であり、（ｃ）は、複数の
素子で得られる素子データを、（ｄ）は、（ｃ）に示す素子データの遅延時間を、それぞ
れ説明するための概念図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は真の信号の、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）はゴー
ストの、それぞれ素子データ、それらの遅延時間および素子データの重ね合わせ状態を説
明するための概念図であり、（ｇ）は、複数の素子に対応する素子データの重ね合わせ状
態を、（ｈ）は、（ｇ）における素子データの重ね合わせの結果を、それぞれ説明するた
めの概念図である。
【図８】図１に示す超音波診断装置の音速決定部の構成の一例を概念的に示すブロック図
である。
【図９】図１に示す超音波診断装置の音速決定処理の一例を説明するためのフローチャー
トである。
【図１０】図９のフローチャートにおける音速決定方法を説明するためのフローチャート
である。
【図１１】本発明の実施形態の第１の超音波診断装置の静止画撮影モード、動画撮影モー
ドを説明するためのフローチャートである。
【図１２】音速決定方法を説明するためのフローチャートである。
【図１３】本発明の第２の実施形態の実施形態の超音波診断装置を示すブロック図である
。
【図１４】（ａ）および（ｂ）は、局所音速値の演算処理を説明するための模式図である
。
【図１５】局所音速値の演算処理の一例を説明するためのフローチャートである。
【図１６】本発明の第３の実施形態の実施形態の超音波診断装置を示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面に示す好適実施形態に基づいて、本発明の超音波診断装置、超音波画
像生成方法およびプログラムを詳細に説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態の超音波診断装置を示すブロック図である。
【００２１】
　図１に示す超音波診断装置１０は、後に詳細に説明するが、超音波ビームを時経列に連
続的に発生させて動画撮影を行う動画撮影モードと、超音波ビームを一時的に発生させて
静止画撮影を行う静止画撮影モードとを有し、動画撮影モードと静止画撮影モードとを切
り替える撮影モード切替手段を有する。
　動画撮影モードの場合、被検体内（検査対象物）に対してシングルフォーカス（１つの
焦点）で送受信を行い、受信した素子データ（第１の素子データ）に基づいて、後に詳細
に説明するマルチライン処理を行い、超音波画像（動画）を作成して表示させるか、また
は音速値の算出がなされる。一方、静止画撮影モードの場合には、従来技術と同様に、被
検体内に対してマルチフォーカス（多数の焦点）で送受信を行い、超音波画像（静止画）
を作成して表示させるか、または音速値の算出がなされる。
【００２２】
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　以下、動画撮影モードと静止画撮影モードとを有する超音波診断装置１０について詳細
に説明する。
　図１に示すように、超音波診断装置１０は、超音波プローブ１２と、超音波プローブ１
２に接続される送信部１４および受信部１６と、Ａ／Ｄ変換部１８と、素子データ記憶部
２０と、素子データ処理部２２（第１のデータ処理手段）と、音速決定部２３と、画像生
成部２４と、表示制御部２６と、表示部２８と、制御部３０と、操作部３２と、格納部３
４とを有する。
　図示例においては、送信部１４、受信部１６、Ａ／Ｄ変換部１８、素子データ記憶部２
０、素子データ処理部２２、音速決定部２３、画像生成部２４、表示制御部２６、表示部
２８、制御部３０、操作部３２、および格納部３４が、超音波診断装置１０の装置本体を
構成する。
【００２３】
　超音波プローブ１２（以下、プローブ１２とする）は、通常の超音波検査装置に用いら
れる探触子アレイ３６を有する。
　探触子アレイ３６は、１次元または２次元アレイ状に配列された複数の素子、すなわち
、超音波トランスデューサを有している。これらの超音波トランスデューサは、被検体（
検査対象物）の超音波画像の撮影の際に、それぞれ送信部１４から供給される駆動信号に
従い超音波ビームを被検体に送信するとともに、被検体からの超音波エコーを受信して受
信信号を出力する。本実施形態では、探触子アレイ３６の複数の超音波トランスデューサ
の内の一組を成す所定数の超音波トランスデューサの各々は、１つの超音波ビームの各成
分を発生し、一組の所定数の超音波トランスデューサは、被検体に送信する１つの超音波
ビームを発生する。
【００２４】
　各超音波トランスデューサは、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）に代表される
圧電セラミック、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）に代表される高分子圧電素子、また
はＰＭＮ－ＰＴ（マグネシウムニオブ酸・チタン酸鉛固溶体）に代表される圧電単結晶等
からなる圧電体の両端に電極を形成した、振動子で構成される。
【００２５】
　このような振動子の電極に、パルス状または連続波状の電圧を印加すると、印加された
電圧に応じて圧電体が伸縮し、それぞれの振動子からパルス状または連続波の超音波を発
生する。また、各振動子から発生した超音波は、各振動子の駆動の遅延に応じて、設定さ
れた焦点に収束して合成されて（すなわち、送信フォーカスされて）、超音波ビームが形
成される。
　また、振動子は、被検体内で反射された超音波エコーが入射することで伸縮し、この伸
縮の大きさ応じた電気信号を発生する。この電気信号が、受信信号として、受信部１６に
出力される。
【００２６】
　送信部１４は、例えば、複数のパルサを有し、プローブ１２の各超音波トランスデュー
サ（振動子）に、駆動信号を供給する（駆動電圧を印加する）部位である。
　送信部１４は、例えば、複数のパルサを含んでおり、プローブ１２の各超音波トランス
デューサ（振動子）に、駆動信号を供給する（駆動電圧を印加する）。
　例えば、駆動信号は、制御部３０からの制御信号に応じて選択された送信遅延パターン
に基づいて設定される音速または音速の分布に従い、探触子アレイ３６の一組の所定数の
超音波トランスデューサ（以下、超音波素子という）から送信される超音波ビーム成分が
１つの超音波ビームを形成するようにそれぞれの駆動信号の遅延量を調節して組を成す複
数の超音波素子に供給する。
【００２７】
　さらには、複数の超音波トランスデューサが送信する超音波が、被検体内に対して設定
した所定の焦点（送信焦点）に収束する目的とする超音波ビームを形成するように、駆動
信号の遅延量（駆動電圧の印加タイミング）を調節する送信フォーカスを行って、駆動信
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号を超音波トランスデューサに供給する。被検体の深さ方向に、多数の焦点を設定するこ
とができる。
　なお、この送信遅延パターンは、後述する環境音速値、局所音速値および音速補正値に
応じて補正されたものでもよい。このようにして、プローブ１２（探触子アレイ３６）か
ら被検体に、目的とする超音波ビームが送信される。なお、送信部１４と制御部３０とで
、焦点制御部が構成される。
【００２８】
　受信部１６は、制御部３０からの制御信号に応じて、探触子アレイ３６の各超音波素子
によって超音波ビームと被検体との間の相互作用によって発生された超音波エコーを被検
体から受信して、受信信号、すなわち、超音波素子毎のアナログ素子信号を増幅して出力
し、増幅されたアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換部１８に供給する部位である。
【００２９】
　なお、本発明の超音波診断装置１０において、超音波の送受信の方法は、基本的に、公
知の超音波診断装置と同様である。
　したがって、１回の超音波の送受信（１本の超音波ビームの送信、およびこの送信に対
応する超音波エコーの受信）において、超音波を発生する超音波トランスデューサの数（
送信開口の数）、および超音波を受信（受信部１６が受信信号を受け取る）する超音波ト
ランスデューサの数（受信開口の数）は、ともに、複数であれば、限定はない。また、１
回の送受信において、送信と受信とで、開口数は、同じでも異なってもよい。
【００３０】
　また、少なくとも方位方向（アジマス方向（超音波トランスデューサの配列方向））に
隣接する超音波ビームで、送信領域が重複していれば、１つの超音波画像を形成するため
の超音波の送受信の回数（音線数）および送受信の中心となる超音波トランスデューサ（
中心素子）の間隔（すなわち、走査線の密度）にも、限定はない。したがって、超音波で
走査する領域に対応する全ての超音波トランスデューサを中心素子として超音波の送受信
を行ってもよく、２個置き、または４個置き等の所定間隔の超音波トランスデューサを中
心素子として超音波の送受信を行ってもよい。受信部１６は、送信部１４による超音波ビ
ームの送信に対応して、中心となる素子を変更してもよい。
【００３１】
　Ａ／Ｄ変換部１８は、受信部１６に接続され、受信部１６から供給されたアナログの受
信信号を、アナログ／デジタル変換して、デジタルの受信信号である素子データ（第１の
素子データ）とする。Ａ／Ｄ変換部１８は、Ａ／Ｄ変換した素子データを素子データ記憶
部２０に供給する。
【００３２】
　素子データ記憶部２０は、Ａ／Ｄ変換部１８から供給された素子データを、順次、記憶
する。また、素子データ記憶部２０は、制御部３０から入力されるフレームレートに関す
る情報（例えば、超音波の反射位置の深度、走査線の密度、視野幅を示すパラメータ）を
、各素子データに関連付けて格納する。
　好ましくは、素子データ記憶部２０は、少なくとも１つの超音波画像（１フレームの超
音波画像）に対応する全ての素子データを記憶し、かつ少なくとも超音波画像の表示を終
了するまでは、表示中および表示前の超音波画像の素子データを消去しない。
　なお、動画撮影モードのときには、制御部３０により、素子データ記憶部２０からＡ／
Ｄ変換された素子データが素子データ処理部２２に出力される。
　一方、静止画撮影モードのときには、制御部３０により、素子データ記憶部２０からＡ
／Ｄ変換された素子データが素子データ処理部２２に出力されることなく、音速決定部２
３および画像生成部２４（整相加算部３８）に出力される。
【００３３】
　素子データ処理部２２は、本発明の特徴とする部位であって、動画撮影モードのときに
、素子データを重ね合わせて、各素子データに対応する処理済素子データ（第２の素子デ
ータ）を生成する部位である。



(11) JP 6000197 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

　具体的には、素子データ処理部２２は、制御部３０による制御に基づいて、素子データ
記憶部２０に記憶された素子データのうち、中心となる超音波トランスデューサ（中心と
なる素子（中心素子））が異なり、かつ超音波ビームの送信領域が重なり合う、所定数（
複数）の超音波ビームの送信で得られた素子データを、各超音波トランスデューサが超音
波エコーを受信した時間、および超音波トランスデューサの位置に応じて重ね合わせて、
素子データ（後述する注目素子の素子データ）に対応する処理済素子データを生成する。
素子データ処理部２２は、生成した処理済素子データを、音速決定部２３および画像生成
部２４に出力する。
【００３４】
　音速決定部２３は、動画撮影モードのときには、素子データ処理部２２が生成した処理
済素子データを用いて、被検体内における超音波の音速（環境音速）を決定する部位であ
る。静止画撮影モードのときには、素子データ記憶部２０のＡ／Ｄ変換された素子データ
を用いて、被検体内における超音波の音速（環境音速）を決定する部位である。
　素子データ処理部２２および処理済素子データ、ならびに音速決定部２３および環境音
速に関しては、後に詳述する。
【００３５】
　画像生成部２４は、制御部３０による制御に基づいて、素子データ記憶部２０から供給
された素子データ（第１の素子データ）または素子データ処理部２２から供給された処理
済素子データ（第２の素子データ）から受信データ（音線信号）を生成し、この受信デー
タから超音波画像を生成するものである。
　素子データ記憶部２０から供給された素子データから静止画の超音波画像が生成され、
素子データ処理部２２から供給された処理済素子データから動画の超音波画像が生成され
る。
　画像生成部２４は、整相加算部３８、検波処理部４０、ＤＳＣ４２、画像処理部４４、
および画像メモリ４６を有する。
【００３６】
　整相加算部３８は、素子データ記憶部２０、素子データ処理部２２および音速決定部２
３に接続されており、動画撮影モードのときには、素子データ処理部２２が生成した処理
済素子データを整相加算して受信フォーカス処理を行い、受信データを生成する。
　被検体内の１つの反射点との間の距離は、各超音波トランスデューサで異なる。そのた
め、同じ反射点で反射された超音波エコーであっても、各超音波トランスデューサに超音
波エコーが到達する時間が異なる。整相加算部３８は、制御部３０が選択した受信遅延パ
ターンに応じて、各超音波トランスデューサ毎の超音波エコーの到達時刻の差（遅延時間
）に相当する分、各受信データを遅延し、遅延時間を与えた受信データを整相加算するこ
とによりデジタル的に受信フォーカス処理を行い、受信データを生成する。整相加算部３
８は、生成した受信データを検波処理部４０に供給する。
【００３７】
　また、静止画撮影モードのときには、被検体内の深さ方向に複数の焦点が設定されてお
り、整相加算部３８は、１つの素子の素子データを整相加算して受信フォーカス処理を行
い、受信データを生成し、各焦点の超音波画像上の１ラインの受信データを作成する。こ
のとき、整相加算部３８は第２のデータ処理手段として機能する。
【００３８】
　なお、動画撮影モード、静止画撮影モードにかかわらず、整相加算部３８は、音速決定
部２３によって、被検体内における超音波の音速（環境音速）が決定されていて、供給さ
れている場合には、この環境音速を用いて、遅延時間および受信遅延パターン等の補正を
行って、受信フォーカス処理を行う。
　なお、環境音速が決定されていない場合には、動画撮影モード、静止画撮影モードにか
かわらず、上述のように整相加算部３８は、受信遅延パターンを用いた公知の方法で、受
信フォーカス処理を行う。
【００３９】
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　図２に、環境音速を用いた受信フォーカス処理の一例を示す。
　ここで、図２は、プローブ１２が有する複数の超音波トランスデューサが、同図中左右
方向に一列に配列されている、リニアプローブの場合である。しかしながら、コンベック
スプローブの場合もプローブ形状が違うだけで、考え方は同じでよい。
【００４０】
　方位方向における各々の超音波トランスデューサの幅をＬとすると、方位方向の中心の
超音波トランスデューサから端部に向かってｎ番目の超音波トランスデューサまでの距離
はｎＬとなる。
　同図に示すように、超音波の反射点が、中心の超音波トランスデューサから配列方向に
対して垂直な距離（深さ）ｄの位置にあるとすると、ｎ番目の超音波トランスデューサと
反射点との間の距離（長さ）ｄnは、式（１）により算出される。
　ｄn＝（（ｎＬ）2＋ｄ2）1/2　…　（１）
　したがって、環境音速Ｖを用いて、超音波エコーが反射点からｎ番目の超音波トランス
デューサに到達（受信）する時間ｔｎは、式（２）により算出される。
　ｔn＝ｄn／Ｖ＝（（ｎＬ）2＋ｄ2）1/2／Ｖ　…　（２）
【００４１】
　前述のように、超音波トランスデューサと反射点との間の距離は、各超音波トランスデ
ューサ毎に異なる。そのため、この例の場合、同図上部のグラフに示すように、超音波エ
コーの到達時間ｔnは、配列方向の端部側の超音波トランスデューサほど、長くなる。
　具体的には、ｎ番目の超音波トランスデューサで受信される超音波は、超音波が反射点
から中心の超音波トランスデューサで受信されるまでの時間をｔ1とすると、中心の超音
波トランスデューサで受信される超音波に対して、時間Δｔ＝ｔn－ｔ1だけ遅れる。本例
では、この遅延時間Δｔが、すなわち、受信遅延パターンである。
　整相加算部３８は、各々の超音波トランスデューサに対応する受信データについて、上
記時間Δｔで表される遅延時間を用いて整相加算を行い、受信フォーカス処理を行う。
【００４２】
　なお、本発明において、環境音速に応じた受信フォーカス処理は、この方法に限定はさ
れず、公知の方法が、各種、利用可能である。
　例えば、制御部３０が、環境音速に応じた受信遅延パターンを選択して、これに応じた
制御信号を整相加算部３８に供給してもよい。あるいは、制御部３０が環境音速に応じて
受信遅延パターンを補正して、補正した受信遅延パターンに応じた制御信号を整相加算部
３８に供給してもよい。あるいは、整相加算部３８が、環境音速に応じて、制御部３０か
ら供給された制御信号を補正して、受信フォーカス処理を行ってもよい。
【００４３】
　検波処理部４０は、整相加算部３８が生成した受信データに対し、超音波の反射位置の
深度に応じて距離による減衰の補正を施した後、包絡線検波処理を施すことにより、被検
体内における断層の画像情報（輝度画像情報）であるＢモード画像データ（表示画像デー
タ）を生成する。
　ＤＳＣ（digital scan converter）４２は、検波処理部４０で生成されたＢモード画像
データを、通常のテレビジョン信号の走査方式に対応する画像データに変換（ラスター変
換）する。
【００４４】
　画像処理部４４は、ＤＳＣ４２から入力されるＢモード画像データに、階調処理等の各
種の必要な画像処理を施して、表示に供するためのＢモード画像データとする。画像処理
部４４は、画像処理済のＢモード画像データを、表示のために表示制御部２６に出力する
とともに、画像メモリ４６に格納する。なお、画像メモリ４６に画像処理済のＢモード画
像データを必ずしも格納しなくともよい。
　画像メモリ４６は、画像処理部４４が処理したＢモード画像データ（表示画像データ）
を格納する公知の記憶手段（記憶媒体）である。画像メモリ４６に格納されたＢモード画
像データは、必要に応じて表示部２８で表示するために表示制御部２６に読み出される。
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【００４５】
　表示制御部２６は、画像処理部４４によって所定の画像処理が施されたＢモード画像デ
ータを用いて、表示部２８に動画の超音波画像または静止画の超音波画像を表示させる部
位である。表示部２８は、例えば、ＬＣＤ等のディスプレイ装置を含んでおり、表示制御
部２６の制御の下で、動画の超音波画像または静止画の超音波画像を表示する。
【００４６】
　制御部３０は、操作者により操作部３２から入力された指令に基づいて超音波診断装置
１０の各部の制御を行う部位である。
　また、制御部３０は、操作部３２を用いて操作者によって入力された各種の情報を、必
要な部位に供給する。例えば、操作部３２に、素子データ処理部２２および画像生成部２
４の整相加算部３８で用いられる遅延時間算出に必要な情報、ならびに、素子データ処理
部２２における素子データ処理に必要な情報の入力が行われた場合には、これらの情報を
、必要に応じて、送信部１４、受信部１６、素子データ記憶部２０、素子データ処理部２
２、画像生成部２４および表示制御部２６等の各部に供給する。
【００４７】
　操作部３２は、操作者が入力操作を行うためのものであり、キーボード、マウス、トラ
ックボール、タッチパネル等から形成することができる。
　また、操作部３２は、操作者が、必要に応じて各種の情報を入力するための、入力機能
を備えている。例えば、操作部３２は、プローブ１２（超音波トランスデューサ）の情報
、プローブ１２（振動子アレイ）における送信開口および受信開口、重ね合わせる素子デ
ータ数および方法等の処理済素子データの生成に関する情報、ならびに超音波ビームの焦
点位置等を入力するための入力機能を備えている。
　これらは、例えば、撮影部位（診察部位）の選択、画質の選択、撮影する超音波画像の
深度の選択等によって、入力される。
【００４８】
　さらに、操作部３２は、超音波診断装置１０を動画撮影モードまたは静止画撮影モード
に設定するためのフリーズボタンを含み、操作部３２が撮影モード切替手段として機能す
る。フリーズボタンが操作されると動画撮影モードから静止画撮影モードに切り換わる設
定信号が制御部３０に送信されて動画撮影モードから静止画撮影モードに切り換えられる
。一方、フリーズボタンの操作が解除されると、静止画撮影モードから動画撮影モードに
切り換えられる。なお、撮影モード切替手段は、フリーズボタンに限定されるものではな
く、上述の撮影モードを切り替える撮影モード切替部を設けてもよい。
【００４９】
　格納部３４は、制御部３０が超音波診断装置１０の各部の制御を実行するための動作プ
ログラム、送信遅延パターンおよび受信遅延パターン、処理済素子データの生成に関する
情報、さらには、操作部３２から入力されたプローブ１２の情報、送信開口および受信開
口、焦点位置の情報等、制御部３０が超音波診断装置の動作および制御を行うための必要
な情報等を格納するものである。
　格納部３４には、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＭＯ、ＭＴ、ＲＡＭ、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の公知の記録媒体を用いることができる。
【００５０】
　なお、超音波診断装置１０において、素子データ処理部２２、音速決定部２３、整相加
算部３８、検波処理部４０、ＤＳＣ４２、画像処理部４４、および表示制御部２６等は、
ＣＰＵと、ＣＰＵに各種の処理を行わせるための動作プログラムから構成される。しかし
ながら、本発明においては、これらの部位をデジタル回路で構成してもよい。
【００５１】
　前述のように、素子データ処理部２２は、素子データ記憶部２０に記憶された素子デー
タ（未処理素子データ）のうち、中心となる超音波トランスデューサ（中心素子）が異な
り、かつ超音波ビームの送信領域が重なる、所定数（複数）の超音波ビームの送信で得ら
れた素子データを、各超音波トランスデューサが受信した時間および超音波トランスデュ
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ーサの位置に応じて重ね合わせて、処理済素子データを生成する部位である。
　なお、以下の説明では、超音波トランスデューサのことを、単に『素子』とも言う。
【００５２】
　図３に、素子データ処理部２２の構成を、ブロック図で概念的に示す。
　図３に示すように、素子データ処理部２２は、遅延時間算出部４８と、重ね合わせ処理
部４９とを有する。
【００５３】
　遅延時間算出部４８は、操作部３２から入力された、もしくは、操作部３２から入力さ
れて格納部３４に格納されているプローブ１２（超音波トランスデューサ（素子））、超
音波ビームの焦点位置、プローブ１２の送信開口および受信開口等に関する情報を事前に
取得しておく。
　また、遅延時間算出部４８は、超音波ビームを送信（生成）するために超音波を発振す
る送信開口の素子と、被検体からの超音波エコーを受信する受信開口の素子との幾何学的
な位置に基づいて、受信開口の素子で受信される超音波エコーすなわち、素子データの遅
延時間を算出する。
【００５４】
　重ね合わせ処理部４９は、操作部３２から入力された、もしくは、操作部３２から入力
されて格納部３４に格納されている、重ね合わせる素子データの数および重ね合わせ処理
方法等の素子データ処理に関する情報に基づいて、素子データ記憶部２０に記憶されてい
る素子データから、重ね合わせを行う素子データ（中心素子が異なり、かつ送信領域が重
なる超音波ビームで得られた素子データ（２以上の対象領域毎に生成された２以上の素子
データ））を読み出す。
　さらに、重ね合わせ処理部４９は、遅延時間算出部４８で算出された、それぞれの素子
データに対応する遅延時間に基づいて、２以上の素子データを、受信時間上で、すなわち
、時間を合わせて、かつ受信された探触子の素子の絶対的な位置を合わせて、重ね合わせ
て、処理済素子データを生成する。
【００５５】
　以下、素子データ処理部２２で行う素子データ処理について、詳細に説明する。
　初めに、超音波プローブ１２において、送信開口すなわち、超音波ビームを送信するた
めに超音波を発信する素子（以下、単に送信素子という）から、被検体に超音波ビームを
送信し、被検体との間の相互作用によって発生された超音波エコーを、受信開口すなわち
、超音波エコーの受信を行う素子（以下、単に受信素子という）で受信して、素子データ
を得る場合において、送信素子からの超音波ビームと受信素子で得られる素子データとの
関係について説明する。
【００５６】
　一例として、送信部１４により、図４（ａ）に示すように、３つの素子５２ｃ～５２ｅ
を送信素子として超音波ビームを送信し、７つの素子５２ａ～５２ｇを受信素子として超
音波エコーを受信する。次いで、図４（ｃ）に示すように、１素子分、素子を方位方向に
移動（以下、シフトとも言う）して、３つの素子５２ｄ～５２ｆを送信素子として超音波
ビームを送信し、７つの素子５２ｂ～５２ｈを受信素子として超音波エコーを受信部１６
で受信して、それぞれ素子データを取得する。
　すなわち、図４（ａ）に示す例では、中心素子（中心となる素子）は、素子５２ｄであ
り、図４（ｂ）に示す例では、中心素子は素子５２ｅである。
【００５７】
　この際において、反射点５４を含む検査対象領域に送信する超音波ビーム５６が、焦点
５８で収束して、素子間隔以下に絞れている理想的な場合を考える。
　図４（ａ）のように、反射点５４の真上（反射点と焦点とを結ぶ直線上）にある素子５
２ｄを中心素子として、送信素子である素子５２ｃ～５２ｅから超音波ビーム５６を送信
し、受信素子である素子５２ａ～５２ｇで超音波エコーを受信して素子データを取得する
と、超音波ビーム５６の焦点５８は、中心素子である素子５２ｄと反射点５４とを結ぶ一
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直線上にある。この場合、超音波ビーム５６は、反射点５４まで送信されるので、反射点
５４から反射される超音波エコーが生成される。
　反射点５４からの超音波エコーは、所定角度に拡がる受信経路６０を通って受信素子で
ある素子５２ａ～５２ｇに受信され、素子５２ａ～５２ｇによって、図４（ｂ）に示すよ
うな素子データ６２が得られる。なお、図４（ｂ）において、縦軸は時間で、横軸は図４
（ａ）に一致する方位方向の位置（素子の位置）である（図４（ｄ）も同じ）。
【００５８】
　これに対し、図４（ｃ）に示すように、中心素子を１素子分、シフトさせた場合には、
反射点５４の真上にある素子５２ｄの隣の素子５２ｅが、中心素子となる。
　素子５２ｅを中心素子として、送信素子である素子５２ｄ～５２ｆから超音波ビーム５
６を送信し、受信素子である素子５２ｂ～５２ｈで超音波エコーを受信する。この際に、
同様に超音波ビーム５６が理想的であれば、超音波ビーム５６の送信方向、すなわち、中
心素子５２ｅと焦点５８とを結ぶ直線上に反射点５４が存在しない。したがって、この超
音波ビーム５６は、反射点５４に送信されない。
　そのため、反射点５４から反射される超音波エコーは生成されず、受信素子である素子
５２ｂ～５２ｈは、超音波エコーを受信しないので、図４（ｄ）に示すように、反射点５
４からの反射信号は得られないことになる（素子データの信号強度が『０』になる）。
【００５９】
　しかしながら、実際の超音波ビームは、図５（ａ）および（ｃ）に示す超音波ビーム６
４のように、焦点５８で収束した後に拡散するので、素子間隔より幅が広い。
　ここで、図４（ａ）と同様に、図５（ａ）のように、反射点５４の真上にある素子５２
ｄを中心素子として、素子５２ｃ～５２ｅを送信素子として超音波ビーム６４を送信した
場合には、超音波ビーム６４が幅広であっても、その焦点５８は、素子５４ｄと反射点５
４とを結ぶ一直線上にある。したがって、超音波ビーム６４は、反射点５４で反射され、
超音波エコーが生成される。
　その結果、図４（ａ）の場合と同様に、反射点５４からの超音波エコーは、所定角度に
拡がる受信経路６０を通って受信素子である素子５２ａ～５２ｇに受信され、同様に、図
５（ｂ）に示すような真の素子データ６６が得られる。
【００６０】
　次いで、図４と同様、図５（ｃ）に示すように、中心素子を１素子分、シフトして、隣
の素子５２ｅを中心素子として、素子５２ｄ～５２ｆを送信素子として超音波ビーム５６
を送信し、素子５２ｂ～５２ｈを受信素子として超音波エコーを受信する。この場合でも
、超音波ビーム６４は幅広であるため、その超音波の送信方向、すなわち、中心素子であ
る素子５２ｅと焦点５８とを結ぶ直線上に反射点５４が存在していなくても、超音波ビー
ム６４は、反射点５４に送信される（到達する）。
　そのため、反射点５４から、超音波ビームの送信方向には、本来、存在しない超音波エ
コー、所謂ゴーストの反射エコーが発生する。この反射点５４からのゴーストの反射エコ
ーは、図５（ｃ）に示すように、所定角度に拡がる受信経路６０を通って受信素子である
素子５２ｂ～５２ｈに受信される。その結果、素子５２ｂ～５２ｈによって、図５（ｄ）
に示すようなゴーストの素子データ６８が得られることになる。
【００６１】
　このようなゴーストの素子データ６８は、素子データから生成される超音波画像の精度
を低下させる原因となる。
　素子データ処理部２２は、素子データに対応する遅延時間を遅延時間算出部４８で算出
し、重ね合わせ処理部４９が、２以上の素子データを、この遅延時間および素子の絶対的
な位置に応じて重ね合わせることで、真の素子データを強調して、ゴーストの素子データ
を減衰させた、高精度な素子データである処理済素子データを生成するものである。
【００６２】
　前述のように、遅延時間算出部４８は、受信素子（受信開口）の各素子で受信される素
子データの遅延時間を算出する。
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　すなわち、図５（ｃ）に示す超音波ビーム６４の伝播距離は、超音波ビーム６４が中心
素子５２ｅから焦点５８を経由して反射点５４に至る送信経路と、ゴーストの反射エコー
が反射点５４から受信素子である素子５２ｂ～５２ｈに至る受信経路との和となる。
　この図５（ｃ）に示す超音波ビーム６４の伝播距離は、図５（ａ）に示す超音波ビーム
６４の伝播距離、すなわち、超音波ビーム６４が中心素子５２ｄから焦点５８を経由して
反射点５４に至る送信経路と、真の超音波エコーが反射点５４から受信素子である素子５
２ａ～５２ｇに至る受信経路との和より長くなる。
　そのため、図５（ｄ）に示すようなゴーストの素子データ６８は、図５（ｂ）に示すよ
うな真の素子データ６６に対して、遅延することになる。
【００６３】
　素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８において、真の素子データに対するゴース
トの素子データの時間差、すなわち、遅延時間は、音速、送信素子、超音波ビームの焦点
、被検体の反射点、および受信素子の幾何学的配置から算出される。
　したがって、遅延時間の計算には、プローブ１２の形状（素子間隔、リニア、コンベッ
クス等）、音速、焦点の位置、送信開口、受信開口等の情報が必要である。遅延時間算出
部４８では、操作部３２によって入力された、若しくは格納部３４に格納されたこれらの
情報を取得して、遅延時間の計算を行う。なお、音速は、予め設定された固定値（例えば
、１５４０ｍ／ｓｅｃ）を用いてもよく、あるいは、後述する音速決定手段が決定した音
速（環境音速）を用いてもよく、あるいは、操作者が入力できるようにしてもよい。
　遅延時間は、例えば、送信素子、超音波ビームの焦点、被検体の反射点、および受信素
子の幾何学的配置から算出される、送信素子から焦点を経て反射点に至る超音波ビームの
送信経路および反射点から受信素子に至る真の反射超音波エコーまたはゴーストの反射信
号の受信経路の合計長さ（伝播距離）と、音速によって算出される伝播時間の差から算出
することができる。
【００６４】
　本発明では、例えば、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すようにして、真の超音波エコ
ーとゴーストの反射エコーの場合の超音波ビームの送信経路および受信経路の長さを求め
ることができる。なお、図６において、ｘ方向は方位方向で、ｙ方向は深度方向である。
　また、図６（ａ）は、図５（ａ）と同様の超音波の送受信を行い、図６（ｂ）は、図５
（ｃ）と同様の超音波の送受信を行うものである。
【００６５】
　真の超音波エコーの場合、図６（ａ）（図５（ａ））に示すように、中心素子である素
子５２ｄと、焦点５８と、反射点５４とは、方位方向の位置が一致している。すなわち、
中心素子５２ｄの真下に、焦点５８および反射点５４が位置している。
　したがって、中心素子である素子５２ｄの位置をｘ－ｙの２次元座標上の座標（ｘ０、
０）とすると、焦点５８および反射点５４のｘ座標も『ｘ０』となる。以下、この送信に
おける焦点５８の位置を座標（ｘ０、ｄｆ）、反射点５４の位置を座標（ｘ０、ｚ）とし
、さらに、素子の間隔をＬｅとする。
　この際において、中心素子である素子５２ｄから焦点５８を経て反射点５４に至る超音
波ビームの送信経路６１の長さ（送信経路距離）Ｌta、および反射点５４から素子５２d
に至る真の反射超音波エコーの受信経路６０の長さ（受信経路距離）Ｌraは、Ｌta＝Ｌra
＝ｚによって算出できる。
　したがって、真の超音波エコーの場合、超音波エコーの伝播距離Ｌuaは、Ｌua＝Ｌta＋
Ｌra＝２ｚとなる。
【００６６】
　次いで、図６（ｂ）に示すように、送信素子および受信素子をｘ方向（方位方向）に１
素子分ずらして（図中右方向にシフトして）、中心素子を素子５２ｅとして送受信を行う
。図５（ｃ）で示したように、この場合には、反射点５４で反射されるのは、ゴーストの
反射エコーとなる。
　反射点５４は、素子５２ｄの方位方向の同位置に位置している。したがって、図６（ｂ
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）に示すように、この送受信では、中心素子である素子５２ｅと、反射点５４とのｘ方向
の位置は、１素子分すなわち、Ｌｅだけ、ｘ方向にずれる。
　反射点５４とｘ方向の位置が一致する素子５２ｄの座標が（ｘ０、０）であるので、中
心素子である素子５２ｅの座標は（ｘ０＋Ｌｅ、０）、この送信における焦点５８の座標
は（ｘ０＋Ｌｅ、ｄｆ）となる。なお、前述のように、反射点５４の座標は（ｘ０、ｚ）
である。
　したがって、中心素子である素子５２ｅから焦点５８を経て、反射点５４に至る超音波
ビームの送信経路６１の長さ（送信経路距離）Ｌtbは、Ｌtb＝ｄｆ＋√{(ｚ－ｄｆ)2＋Ｌ
ｅ2}で算出できる。他方、反射点５４から、直下（ｘ方向＝方位方向の同位置）の素子５
２ｄに至るゴーストの反射信号の受信経路６０の長さ（受信経路距離）Ｌrbは、Ｌrb＝ｚ
によって算出できる。
　したがって、ゴーストの反射エコーの場合の超音波の伝播距離Ｌubは、Ｌub＝Ｌtb＋Ｌ
rb＝ｄｆ＋√{(ｚ－ｄｆ)2＋Ｌｅ2}＋ｚとなる。
【００６７】
　こうして、図６（ａ）に示す幾何学配置で求めた送信経路６１の距離Ｌtaと受信経路６
０の距離Ｌraを合計した超音波の伝播距離Ｌuaを、音速で割った値が、真の超音波エコー
の伝播時間となる。また、図６（ｂ）に示す幾何学配置で求めた送信経路６１の距離Ｌtb
と受信経路６０の距離Ｌrbを合計した超音波の伝播距離Ｌubを、音速で割った値がゴース
トの反射エコーの伝播時間となる。
　遅延時間は、反射点５４と中心素子とのｘ座標が一致している時の真の超音波エコーの
伝播時間と、反射点５４と中心素子とのｘ座標を１素子間隔ずつずらしたときのゴースト
の反射エコーの伝播時間の差から求められる。
　なお、図６（ａ）および図６（ｂ）の幾何学モデルでは、送信経路６１が焦点５８を経
由したモデルになっているが、本発明はこれに限定されず、例えば、焦点５８を経由せず
に、直接、反射点５４に至る経路であっても良い。
【００６８】
　また、図６（ａ）および図６（ｂ）の幾何学モデルはリニアプローブの場合であるが、
これに限らず他のプローブにおいても、プローブの形状から同様の幾何学計算を行うこと
ができる。
　例えば、コンベックスプローブの場合、プローブの半径と素子間隔の角度から幾何学モ
デルを設定して、同じように計算することができる。
【００６９】
　また、ステア送信の場合には、送信角度等の情報を考慮した幾何学モデルを用い、送信
素子と反射点との位置関係から、真の素子データおよびその周辺のゴーストの素子データ
の遅延時間を算出することができる。
　さらに、幾何学モデルよって遅延時間を算出する方法に限らず、あらかじめ装置の計測
条件に合わせて高輝度反射点を計測した計測結果から、計測条件毎に遅延時間を求めてお
き、その遅延時間を装置内に記憶しておくことで、同じ計測条件の遅延時間を読み出すよ
うにしておいてもよい。
【００７０】
　図６（ｃ）に、真の素子データ６６およびゴーストの素子データ６８を示す。
　図６（ｃ）において、方位方向の中央が、真の素子データ６６、すなわち、中心素子と
反射点５４とでｘ方向の位置が一致している送受信によって得られた素子データ（図示例
では、素子５２ｄを中心素子とした素子データ）である。また、中央の両側が、ゴースト
の素子データ、すなわち、中心素子と反射点５４とでｘ方向の位置が一致していない送受
信によって得られた素子データ（図示例では、素子５２ｃまたは素子５２ｅ等を中心素子
とした素子データ）である。
　また、図６（ｄ）に、上述の幾何学計算から得られた真の素子データ６６に対する、ゴ
ーストの素子データ６８の遅延時間の一例を示す。真の素子データ６６を中心に、ゴース
トの信号の素子データ６８は、ｘ方向すなわち、方位方向に対称的に時間が遅れることが
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示されている。
　なお、こうして、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８において算出された遅延
時間は、整相加算部３８における遅延補正に用いることもできる。
【００７１】
　後に詳述するが、本発明においては、或る注目素子を中心素子とする超音波ビームの送
信（注目素子の送受信）で得られた素子データに、中心素子が異なり、かつ超音波ビーム
の少なくとも一部が重複する超音波ビームの送信で得られた素子データを、超音波エコー
の受信時間と素子の位置とを合わせて重ね合わせることで、注目素子の処理済素子データ
（第２の素子データ）を生成する（注目素子の素子データを再構築する）。
　図６において、反射点５４は、注目素子の真下（方位方向の同位置／注目素子と焦点と
を結ぶ直線上）に位置する或るサンプリングポイントの位置（素子データの出力位置）を
示している。本発明では、注目素子の送受信におけるサンプリングポイントへの送受信経
路を真の素子データの送受信経路と見なし、中心素子が異なる超音波の送受信（周辺素子
からの送受信）における同じサンプリングポイントへの送受信経路をゴーストの送受信経
路と見なして、両送信経路の差から、遅延時間を算出して、この遅延時間を用いて素子デ
ータの時間を合わせて、重ね合わせを行う。言い換えれば、注目素子の送受信で得られた
素子データを真の素子データ、中心素子が異なる送受信で得られた素子データをゴースト
の素子データと仮定して、遅延時間を算出し、素子データの重ね合わせを行う。
　本発明では、全てのサンプリングポイント（全ての素子データの出力位置）に対応して
、同様の考え方で遅延時間を算出して、素子データの重ね合わせを行い、各素子の処理済
素子データを生成する。
【００７２】
　ここで、実際には、方位方向（ｘ方向）にサンプリングポント（反射点）の位置をズラ
しても、受信経路の長さ（受信経路距離Ｌｒｂ）は変わらない。したがって、各注目素子
に関しては、深さ方向（ｙ方向）の各サンプリングポイント毎に、中心素子が異なる送受
信による素子データとの遅延時間の算出を行えばよい。
　また、この重ね合わせ処理においては、真の素子データがどの素子データであるかを知
っている必用はない。すなわち、後に図７を用いて詳述するが、この重ね合わせ処理では
、注目素子の素子データが真の素子データであれば、自動的に強調されて素子データが残
り、ゴーストであれば素子データは打ち消される。すなわち、注目素子の素子データが真
の素子データである場合には、遅延時間による処理が一致して信号が強調され、注目素子
の素子データがゴーストの素子データである場合には、遅延時間による処理が一致せずに
、信号が打ち消される。
【００７３】
　次に、本発明の素子データ処理部２２の重ね合わせ処理部４９においては、こうして遅
延時間算出部４８において算出された遅延時間を用いて、素子データの重ね合わせ処理を
行う。
　なお、重ね合わせ処理部４９における重ね合わせ処理では、重ね合わせる時の重ね合わ
せ素子データ数と重ね合わせ処理方法の情報が必要になるが、これらは、予め、操作部３
２によって入力しておいても良いし、格納部３４に格納しておいても良い。
【００７４】
　図７（ａ）～（ｈ）に、重ね合わせ処理部４９で行われる、重ね合わせ処理の１例を示
す。なお、図７に示す例は、素子データ数が５つ、重ね合わせ素子データ数が３つの場合
である。
　図７（ａ）は、５回の超音波の送受信によって得られた５つの素子データを横に並べて
表示している。また、図７（ａ）は、素子データ毎に、超音波ビームを送信して、超音波
エコーを受信した様子を表している。各素子データの横軸は、受信素子を表しており、そ
れぞれの素子データにおいて超音波ビームの送受信における中心素子を中心にして表示し
ている。縦軸は、受信時間を表す。この例では、例えば、前記素子５２ｂ～５２ｆ等、中
心素子を、１素子ずつ、ずらして、５回の超音波の送受信を行っている。
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　図７では、中央の素子データにおける中心素子の真下にのみ、１つの反射点が存在して
いる状態を示す。すなわち、５つの素子データのうち、真中の素子データでは、超音波の
送受信において、反射点からの真の超音波エコーが受信されている。つまり、真中の素子
データは、真の素子データである。
【００７５】
　真中の素子データ以外の両側２つの素子データについては、超音波の送受信の中心素子
の真下には反射点は存在していない。しかしながら、送信した超音波ビームの広がりによ
って、真中の素子データの送信素子の真下に存在する反射点に超音波ビームが当たること
で生じた反射エコーの素子データ、すなわち、ゴーストの素子データが写り込んでいる。
　ゴーストの素子データは、真の素子データから離れるほど、反射点までの超音波の伝播
時間が長くなるため、真の素子データよりも受信時間が遅くなる。また、反射点からの超
音波エコーが初めに受信される受信素子の位置は、方位方向、この場合にずれている。
　ここで、図７の各素子データの横軸は、超音波ビームの送信時における中心素子を中心
にしている。したがって、図７に示す例では、素子データ毎に、この中心素子を１素子ず
つずらして送信していることから、各素子データにおいて方位方向の素子の絶対位置は、
１素子ずつずれている。つまり、真中の素子データでは、反射点からの反射信号が初めに
受信される受信素子は中心素子であるが、両隣の素子データにおいては、真中の素子デー
タよりも１素子ずれており、右側の素子データでは左に１素子ずれ、左側の素子データで
は右に１素子ずれている。さらに、両端の素子データでは、真中の素子データよりも２素
子ずれており、右端の素子データでは左に２素子ずれ、左端の素子データでは右に２素子
ずれている。このように、ゴーストの信号は、真の信号に対して、受信時間が遅れるだけ
でなく、受信素子の方向に対してもずれを生じている。
【００７６】
　図７（ｂ）に、図７（ａ）に示す５つの素子データのうちの真中の素子データに対する
受信時間の遅延時間の一例を示す。
　重ね合わせ処理部４９では、図７（ｂ）に示す遅延時間を用いて、真中の素子データを
注目素子の素子データとした場合に、注目素子の素子データを中心に、重ね合わせる素子
データ数分、図示例では３素子データ分だけ遅延時間補正を行うとともに、各素子データ
を注目素子との素子位置の差（中心素子の位置の差）に応じて、図示例では両側に１素子
分だけ方位方向にシフトさせて、すなわち、位相を合わせて３素子データ分の未処理素子
データを重ね合わせ、注目素子の素子データの１つの重ね合わせ処理済素子データとして
求める。
　すなわち、本例においては、注目素子を中心素子とする超音波の送受信によって得られ
た素子データ（以下、注目素子の素子データとも言う）に、注目素子の隣の素子を中心素
子とする超音波の送受信によって得られた素子データ（以下、隣の素子の素子データとも
言う）を重ね合わせて、注目素子の素子データの処理済素子データを生成している。
【００７７】
　こうして得られた注目素子の素子データの重ね合わせ処理済素子データを図７（ｃ）に
示す。
　前述のように、図７（ａ）に示す注目素子の素子データは、中心素子（すなわち、注目
素子）の真下に反射点が存在する、真の素子データである。また、注目素子に隣接する素
子を中心素子とする送受信によって得られた素子データも、反射点に入射して、反射され
た超音波エコーのデータである。
　したがって、注目素子の両側の隣の素子の素子データに遅延時間補正および方位方向の
シフトを行って位相合わせを行うと、図７（ｃ）に示すように、隣の素子の素子データと
、注目素子の素子データとは、位相が合うので高輝度位置で重なり合う。そのため、これ
らの素子データを、例えば、加算すると素子データ値は大きな値（高輝度値）を示し、例
えば、平均して平均値を求めても強調された値（高輝度値）を示す。
【００７８】
　これに対し、図７（ｄ）は、図７（ａ）と同じ素子データであるが、真中の素子データ
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の左隣の素子データを、注目素子の素子データとした場合の一例を示す。すなわち、この
例は、真下に反射点が存在しない素子を中心素子とする超音波の送受信の、中心素子を注
目素子とした場合の一例を示す。したがって、この素子を中心素子とする素子データは、
ゴーストの素子データである。
　図７（ｅ）は、図７（ｂ）と同じものであり、図７（ａ）に示す５つの素子データの注
目素子の素子データに対する受信時間の遅延時間の一例を示す。すなわち、図７（ａ）と
図７（ｄ）は同じ素子データであるので、図７（ｄ）に示す５つの素子データの注目素子
の素子データに対する受信時間の遅延時間とも同じである。
　重ね合わせ処理部４９では、図７（ｅ）（すなわち、図７（ｂ）と同じ）に示す遅延時
間を用いて、注目素子の素子データを中心に、重ね合わせ素子データ数分、図示例では３
素子データ分だけ遅延時間補正を行うとともに、各素子データを注目素子との素子位置の
差（中心素子の位置の差）に応じて、図示例では両側に１素子分だけ方位方向にシフトさ
せて、３素子分の未処理素子データを重ね合わせ、注目素子の素子データの１つの重ね合
わせ処理済素子データとして求める。
【００７９】
　こうして得られた注目素子の素子データの重ね合わせ処理済素子データを図７（ｆ）に
示す。
　図７（ｄ）に示す注目素子の素子データは、ゴーストの素子データである。そのため、
注目素子の素子データの両側の隣接素子データの未処理素子データに遅延時間補正および
方位方向のシフトを行って位相合わせを行っても、図７（ｆ）に示すように、隣接素子デ
ータの各素子データと注目素子の素子データとは、互いに位相が合わないので重なり合わ
ない。このため、これらの３つの素子データを、例えば、加算しても、位相が合っていな
いために、位相が反転している信号等は信号が打ち消しあうため、加算値は大きくならず
、例えば、平均して平均値を求めると小さな値を示すことになる。
【００８０】
　他の素子データに関しても、注目素子の素子データとして同様の遅延時間補正および方
位方向のシフトを行った結果、図示例の５素子データそれぞれについての隣接する３つの
素子データの重なり状態を図７（ｇ）に示し、これらに対して、重ね合わせ処理として、
例えば、加算処理、若しくは平均処理した結果を図７（ｈ）に示す。
　図７（ｈ）に示すように、図７（ａ）に示す直下に反射点が存在している中心素子を注
目素子とした素子データの場合には、真の信号の素子データが高輝度値を持つ重ね合わせ
処理済素子データとして求められる。これに対して、その両側の各２素子データの全４素
子データでは、ゴーストの素子データは互いに位相が合わない素子データを加算し、また
は平均化する。そのため、素子データ同士が、互いに打ち消し合うことになるため、ゴー
ストの重ね合わせ処理済素子データは、その値が真の信号の素子データである高輝度値を
持つ重ね合わせ処理済素子データに対して小さくなり、真の素子データに対してゴースト
の素子データの影響を低減させることができ、または、その影響を無視できる程、小さく
することができる。
【００８１】
　すなわち、或る素子を注目素子として、この注目素子を中心素子とする超音波ビームの
送信によって得られた素子データ（注目素子の素子データ）に、中心素子が異なり、かつ
超音波ビームの送信領域が重なり合う超音波の送受信によって得られた素子データを、１
以上重ね合わせて、注目素子の素子データに対応する処理済素子データを生成することに
より、言い換えれば、中心素子の異なる送受信による素子データを用いた、注目素子の素
子データの再構築（補正）を行うことにより、真の素子データを高輝度化して、かつゴー
ストの素子データを小さくできる。
　そのため、後述するように処理済素子データを用いて音速の決定を行う本発明によれば
、ゴーストの影響をなくして、送信する音線上の多数の点で焦点を結んだ場合に等しい素
子データ、いわば仮想的なマルチ焦点での超音波の送信で得られた素子データ（受信デー
タ（超音波画像データ））を用いることにより、焦点が１つであっても、高精度に被検体
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内の音速を決定できる。
　また、処理済素子データに整相加算および検波処理を行って、受信データを生成して、
超音波画像を生成することにより、同様に、ゴーストの影響をなくし、すなわち、音線上
の全ての点で焦点を結んだのに等しい素子データで超音波画像生成できるので、高輝度で
、鮮鋭性に優れた、高画質な超音波画像を生成することができる。
　なお、以下の説明では、この処理済素子データの生成を、マルチライン処理とも言う。
【００８２】
　前述のように、マルチライン処理で生成した処理済素子データは、ゴーストの影響をな
くして、送信する音線上の多数の点で焦点を結んだ場合に等しい素子データ、いわば仮想
的なマルチ焦点での超音波の送信で得られた素子データである。
　そのため、処理済素子データを用いて音線の決定を行う本発明によれば、１音線１焦点
の超音波の送信でも、１音線多焦点の超音波の送信を行った場合と同等以上の高い精度で
、音速を決定することができる。また、１音線１焦点の超音波の送信で、高精度に音速を
決定できるので、音速の決定（音速の更新）に伴うフレームレートの低下も防止できる。
このため、動画撮影モードにおいて有効である。
【００８３】
　なお、以上のマルチライン処理では、中心素子が異なり、かつ超音波ビームの送信方向
が平行（角度が同一）である、複数の超音波ビームの送信によって得られた素子データを
重ね合わせることにより、注目素子の素子データの処理済素子データを生成したが、本発
明は、これに限定はされない。
　例えば、中心素子を同一として、送信方向（角度）が異なる複数の超音波ビームの送信
によって得られた素子データを重ね合わせることにより、処理済素子データを生成しても
よい。この際において、何れの超音波ビームの送信で得られた素子データの処理済素子デ
ータを生成するか（すなわち、どの方向の音線の処理済素子データを生成するか）は、診
察部位またはプローブの種類等に応じてデフォルトで設定されていてもよく、また、操作
者が選択するようにしてもよい。
　なお、中心素子が異なり、平行な超音波ビームの送信で得られた素子データと、中心素
子を同一として、送信方向が異なる超音波ビームの送信で得られた素子データとの両方を
用いて、処理済素子データを生成してもよい。
【００８４】
　本発明において、中心素子とは、送信の開口数（超音波の送信を行う素子数）が奇数の
場合には、方位方向の中央の素子であり、開口数が偶数の場合には、方位方向の中央の素
子のいずれか、または方位方向の中央の素子の真ん中に素子があると仮定して中心素子と
する。すなわち、開口数が偶数の場合には、開口の真ん中のライン上に焦点があるもとと
して、計算を行う。
【００８５】
　なお、重ね合わせ処理部４９における重ね合わせ処理方法としては、単に、加算するだ
けでなく、平均値または中央値をとってもよいし、係数を掛け合わせた上で加算してもよ
い。なお、平均値または中央値を取ることは、素子データレベルでの平均化フィルタまた
はメディアンフィルタを掛けることに相当すると考えられるが、平均化フィルタおよびメ
ディアンフィルタの代わりに、通常の画像処理で行われる逆フィルタ等も適用してもよい
。あるいは、重ね合わせる各素子データ同士を比較し、類似している場合には最大値、類
似していない場合には平均値、分布の偏りがある場合には中間値をとる等、これに限らず
、重ね合わせる各素子データの特徴量に基づいて重ね合わせ処理を変えてもよい。
【００８６】
　また、注目素子の素子データに重ね合わせる素子データの数は、図示例の２つに限定は
されず、１つでもよく、あるいは、３つ以上でもよい。すなわち、注目素子の素子データ
に重ね合わせる素子データの数は、要求される処理速度（フレームレート等）または画質
等に応じて、適宜、設定すればよい。
　ここで、注目素子の素子データに重ね合わせる素子データ数は、超音波ビームのビーム
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幅の広がり程度に合わせた方が望ましい。したがって、深さによってビーム幅が変わる場
合には、重ね合わせる素子データ数も深さによって変更してもよい。
　また、ビーム幅は送信開口数に依存することから、送信開口数に応じて重ね合わせる素
子データの数を変更してもよい。あるいは、画像の輝度値等の特徴量に基づいて重ね合わ
せ素子データ数を変更してもよいし、重ね合わせ素子データ数を複数パターンを変えて作
成した画像から最適な重ね合わせ素子データ数を選択してもよい。
【００８７】
　前述のように、素子データ処理部２２は、生成した処理済素子データを、画像生成部２
４（整相加算部３８）および音速決定部２３に出力する。
　処理済素子データを供給された画像生成部２４では、前述のように、整相加算部３８が
処理済素子データを整相加算して受信フォーカス処理を行って受信データを生成し、検波
処理部４０が、受信データに減衰補正および包絡線検波処理を施すことにより、Ｂモード
画像データを生成する。
　画像生成部２４では、さらに、ＤＳＣ４８が、Ｂモード画像データを通常のテレビジョ
ン信号の走査方式に対応する画像データにラスター変換し、画像処理部４４で階調処理等
の所定の処理を施す。
　画像処理部４４は、生成したＢモード画像データを画像メモリ４６に格納し、および／
または、表示制御部２６に送って、被検体のＢモード画像を表示部２８が表示する。
表示される。
【００８８】
　他方、音速決定部２３は、供給された処理済素子データを用いて、被検体内の超音波の
音速を決定（音速を算出）する。
　図８に、音速決定部２３の構成をブロック図で概念的に示す。
　図８に示すように音速決定部２３は、着目領域設定部７０、送信フォーカス制御部７２
、設定音速指定部７４、フォーカス指標算出部７６および環境音速決定部７８を有する。
【００８９】
　着目領域設定部７０は、制御部３０からの指示に応じて、Ｂモード画像上（超音波画像
上）において着目領域を設定するものである。
　音速決定部２３において、被検体の音速は、この着目領域毎に決定する。
【００９０】
　本実施形態において、着目領域設定部７０は、Ｂモード画像の画面全体を格子状に分割
して、その個々を着目領域とする。
　この分割の数（格子の数）は、予めデフォルトで設定されていても良く、操作者が方位
方向および／または深度方向で任意に設定できるようにしてもよい。分割数がデフォルト
で設定されている場合には、画像サイズ毎および観察部位毎に、異なる設定を有してもよ
い。さらに、予め複数の分割数を設定しておき、操作者が選択できるようにしてもよい。
【００９１】
　なお、本発明において、着目領域は、Ｂモード画像を格子状に分割した各領域に限定は
されない。
　例えば、受信データ（Ｂモード画像データ）生成する全ての画素（全ての画素に対応す
る位置（領域））を、着目領域としてもよい。言い換えれば、前述の画面を分割する態様
において、受信データを生成する全画素に対応して、画面を格子状に分割してもよい。ま
た、画面全体を１つの着目領域としてもよい。
　あるいは、画面全体ではなく、予め設定された、もしくは、複数の選択肢から選択され
た、画面の一部分について格子状に分割して、その個々を着目領域としてもよい。また、
画面全体ではなく、操作者が設定したＲＯＩに対応して、着目領域を設定してもよい。な
お、画面の一部分またはＲＯＩ内で着目領域を設定する場合にも、分割は、前記画面全体
と同様に行えばよい。また、画面全体での着目領域の設定と、ＲＯＩ内での着目領域の設
定とを、操作者が選択できるようにしてもよい。
【００９２】
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　また、分割する形状は格子状に限らず、例えば、コンベックスプローブによる超音波画
像のような扇形のＢモード画像であれば、分割する形状もこれに合わせて扇形にしても良
い。この場合も、上記の各態様は、全て利用可能である。
　なお、着目領域は、画像が大きく変動した場合（画像特徴量の変動値が閾値を超えた場
合等）、観察倍率の変更または観察深度の変更等の観察条件の変更が行われた場合等に、
変更あるいは更新してもよく、着目領域の変更あるいは更新を、操作者が指示できるよう
にしてもよい。
【００９３】
　着目領域設定部７０は、さらに、設定した着目領域に対して、音速の決定に対応する超
音波の送信（送信フォーカス）を行うための焦点（焦点の位置）を設定する。
　焦点は、観察部位、音線数、送受信の開口数、プローブ１２の種類等に応じて、予めデ
フォルトで設定されていてもよく、操作者が選択または入力指示してもよく、デフォルト
での設定と操作者による指示都を選択できるようにしてもよい。
　前述のように、素子データの重ね合わせを行った処理済素子データを用いて音速の決定
を行う本発明は、仮想的なマルチ焦点による送信を行うことができる。そのため、動画撮
影モードにおいては、基本的に、１つの音線に対して、焦点の位置を１箇所とする。これ
により、動画撮影時でも音速の決定を行うことができる。
【００９４】
　なお、動画撮影モードでの焦点の位置は、計測画面上で最も深い位置か、それ以上の深
さに設定することが望ましい。これにより、表示画面上では広がった送信ビームが送信さ
れるため、マルチライン処理による重ね合わせ処理を行うと、多数の素子データが重ね合
わされることで、実際の信号は増強され、ゴーストの信号は抑制されて、擬似的に深さに
よらず焦点を結んだような素子データが得られる。ただし、重ね合わせの精度が生体内の
不均一性の影響等により低下した場合には、実際の焦点よりも信号の質は低下するため、
実際の焦点には性能が及ばないこともある。そのため、静止画等でフレームレートが関係
しない場合には、従来通りの方法で計測することが望ましい。
　また、動画における音速値の算出では、マルチライン処理によって、素子データがどの
深さにおいても焦点を結んでいるようなデータになっているため、ＲＯＩの設定間隔を自
由に設定することができる。例えば、静止画のときよりもＲＯＩ間隔を細かく設定するこ
とで空間分解能を向上させた音速値を得ることが可能である。
【００９５】
　送信フォーカス制御部７２は、着目領域設定部７０が設定した着目領域および焦点に応
じて送信部１４が送信フォーカスを実行するように、制御部３０に送信フォーカス指示を
行うものである。
【００９６】
　設定音速指定部７４は、制御部３０の制御に基づき、環境音速の決定において、受信デ
ータに対して受信フォーカスを実行するための設定音速を指定するものである。
【００９７】
　フォーカス指標算出部７６は、素子データ記憶部２０の素子データ、または素子データ
処理部２２が生成した処理済素子データを用いて、設定音速指定部７４が指定した複数の
設定音速毎に受信データに対して受信フォーカスを行って、受信データのフォーカス指標
を算出するものである。
【００９８】
　環境音速決定部７８は、複数の設定音速毎のフォーカス指標に基づき、着目領域の環境
音速を決定するものである。
【００９９】
　以下、動画撮影モードでの音速の決定方法を例にして、図９に示すフローチャートを参
照し、超音波診断装置１０における音速の決定方法を詳細に説明する。
【０１００】
　超音波診断装置１０において、環境音速を決定する際には、まず、前述のように、制御
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部３０からの指示に応じて、着目領域設定部７０が、着目領域および焦点を設定する（ス
テップＳ１０）。
　なお、本発明において、環境音速を決定するタイミング（環境音速の更新タイミング）
には、特に限定はなく、公知の超音波診断装置と同様に行えば良い。例えば、測定開始の
指示に応じて１回だけ行ってもよく、画像が大きく変動した場合（画像特徴量の変動値が
閾値を超えた場合等）に環境音速の決定を行ってもよく、適宜決定した所定フレーム数毎
または所定時間の経過毎に環境音速の決定を行ってもよく、操作者の入力指示に応じて環
境音速の決定を行ってもよく、これらの音速決定のタイミングの２以上を、適宜、選択で
きるようにしてもよい。
【０１０１】
　いずれのタイミングで環境音速を決定する場合でも、マルチライン処理を行う動画撮影
モードでは、１つの音線に対して１つの焦点での送信を行えば良いので、動画撮影モード
でも環境音速を決定することができる。
【０１０２】
　着目領域の設定に応じて、送信フォーカス制御部７２は、設定された着目領域および焦
点に対して送信部１４が送信フォーカスを実行するように、制御部３０に送信フォーカス
指示を行う。
【０１０３】
　これに応じて、送信部１４が、プローブ１２（探触子アレイ３６の対応する超音波トラ
ンスデューサ（素子））を駆動して被検体に超音波ビームを送信し、被検体で反射された
超音波エコーが素子によって受信され、アナログの受信信号が、超音波トランスデューサ
（素子）から受信部１６に出力される（ステップＳ１２）。
　受信部１６は、アナログの受信信号に、増幅等の所定の処理を施して、Ａ／Ｄ変換部１
８に供給する。
　Ａ／Ｄ変換部１８は、受信部１６から供給されたアナログの受信信号をＡ／Ｄ変換して
、デジタルの受信信号である素子データとする。
　素子データは、素子データ記憶部２０に記憶される（ステップＳ１４）。
【０１０４】
　素子データが素子データ記憶部に記憶されると、素子データ処理部２２が、前述のマル
チライン処理を行って、処理済素子データを生成する。
　すなわち、前述の図７に示すように、素子データ処理部２２は、例えば、注目素子と、
その両隣の素子とに対して、注目素子の素子データに対する、両隣の素子の素子データの
遅延時間を算出し、隣の素子の素子データの遅延時間補正および方位方向のシフトを行い
、注目素子の素子データに、両側の隣の素子の素子データを重ね合わせて、注目素子の処
理済素子データを生成する（ステップＳ１６）。
　素子データ処理部２２は、生成した処理済素子データを、音速決定部２３（フォーカス
指標算出部７６）に供給する。なお、素子データ処理部２２は、生成した処理済素子デー
タを、画像生成部２４にも供給し、画像生成部２４は、この処理済素子データを用いて、
超音波画像（Ｂモード画像データ）を生成するのは、前述のとおりである。
【０１０５】
　音速決定部２３は、供給された処理済素子データを用いて、被検体内における超音波の
音速を決定する（ステップＳ１８）。
　図１０に、音速決定部２３における音速決定方法の一例のフローチャートを示す。なお
、本発明において、音速決定部２３での音速決定方法は、この方法に限定はされず、超音
波診断装置で行われている各種の音速決定方法（音速の算出方法）が利用可能である。
【０１０６】
　処理済素子データが供給されると、音速決定部２３は、必用に応じて処理済素子データ
を所定の部位に記憶させるとともに、まず、設定音速Ｖの開始音速Ｖｓｔと終了音速Ｖｅ
ｎｄを設定し（ステップＳ２０）、さらに、設定音速Ｖに開始音速Ｖｓｔをセットする（
ステップＳ２２）。
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　開始音速Ｖｓｔおよび終了音速Ｖｅｎｄを含む設定音速は、予めデフォルトで設定され
ていてもよく、あるいは、開始音速Ｖｓｔおよび終了音速Ｖｅｎｄのみを操作者が任意に
入力して、間の刻み幅（所定ステップ音速量ΔＶ）のみがデフォルトで設定されていても
よく、あるいは、操作者が任意に入力するようにしてもよい。また、設定音速、および設
定音速の刻み幅がデフォルトで設定される場合には、観察部位または性別等に応じて、複
数種類の設定音速が設定され、操作者が、適宜選択できるようにしてもよい。
　本例においては、一例として、開始音速Ｖｓｔとして１４１０ｍ／ｓｅｃが、終了音速
Ｖｅｎｄとして１５７０ｍ／ｓｅｃが設定され、それに応じて、所定の刻み幅として、４
０ｍ／ｓｅｃの間隔で設定音速が設定されたとする。
【０１０７】
　次いで、フォーカス指標算出部７６が、各着目領域に対応して、設定音速指定部７４が
指定した複数の設定音速毎に処理済素子データに対して受信フォーカスして、受信データ
のフォーカス指標を算出する（ステップＳ２４）。
　具体的には、フォーカス指標算出部７６は、着目領域における受信データ（超音波画像
データ／超音波画像）の積分値、２乗積分値、ピーク値、鮮鋭度（シャープネス）、コン
トラスト、輝度値、半値幅、周波数スペクトル積分、最大値もしくは直流成分で規格化さ
れた周波数スペクトル積分値または２乗積分値、および自己相関値等をフォーカス指標と
して算出する。
【０１０８】
　次いで、音速決定部２３は、設定音速指定部７４にて、設定音速Ｖが終了音速Ｖｅｎｄ
に達したかどうか判定し（ステップＳ２６）、設定音速Ｖが終了音速Ｖｅｎｄ未満ならば
（Ｎｏ）、所定ステップ音速量ΔＶ、すなわち、本例では４０ｍ／ｓｅｃを設定音速Ｖに
加算して（ステップＳ２８）、着目領域のフォーカス指標を算出する。
　このルーチンを繰り返し、設定音速Ｖが終了音速Ｖｅｎｄに達したと判定すると（Ｙｅ
ｓ）、環境音速決定部７８にて、複数の設定音速毎のフォーカス指標に基づき、最も高い
フォーカス指標の設定音速を着目領域の環境音速とする等して、着目領域の環境音速を決
定する（ステップＳ３０）。例えば、超音波画像の輝度をフォーカス指標として、着目領
域において、最も高輝度な超音波画像が得られた音速を、その着目領域の環境音速とする
。
　すなわち、本例における環境音速とは、プローブ１２（探触子アレイ３６（超音波トラ
ンスデューサ））から、或る着目領域までの音速が一定であると仮定した際の、超音波プ
ローブ１２と着目領域との間の領域の平均的な音速である。
　前述のように、音速決定部２３は、設定した全ての着目領域において、このような環境
音速の決定を行う。音速決定部２３で決定された環境音速は、素子データ記憶部２０で超
音波画像での位置情報に関連付けて記憶される。
　また、決定された環境音速は整相加算部３８に供給され、受信フォーカス処理に利用さ
れる。これにより、環境音速に基づく超音波画像が表示部２８に表示される。
【０１０９】
　なお、環境音速の決定には、マルチライン処理で生成した処理済素子データではなく、
Ａ／Ｄ変換された素子データを用いる場合でも、マルチライン処理で生成した処理済素子
データと同様に、上述のように環境音速を決定することができる。このため、その素子デ
ータを用いた環境音速の決定方法の詳細な説明は省略する。この場合も、音速決定部２３
で決定された環境音速は、素子データ記憶部２０で超音波画像での位置情報に関連付けて
記憶される。
　また、素子データを用いて決定した環境音速値を整相加算部３８に供給し、受信フォー
カス処理に利用される。環境音速に基づく超音波画像が表示部２８に表示される。
　超音波診断装置１０は、基本的には以上の構成を有する。
【０１１０】
　上述のように超音波診断装置１０は、動画撮影モードと静止画撮影モードを有する。
　動画撮影モードでは、上述のように超音波ビームを時経列に連続的に発生させて動画撮
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影を行う。このとき、シングルフォーカスで送受信を行い、素子データを得て、素子デー
タに基づいて、上述のマルチライン処理を行い、処理済素子データを得る。この処理済素
子データに整相加算処理を施し、Ｂモード画像データを得て、超音波画像を動画として表
示部２８に表示させる。例えば、素子データを得る際に、素子の配列方向に、中心となる
素子をずらしつつ、すなわち、配列方向にスキャンしつつ繰り返し、素子データを得る。
　なお、動画撮影モードでは、必ずしもシングルフォーカスである必要はない。少なくと
も動画として使用可能なフレームレートであれば、例えば、５ｆｒ／ｓｅｃ以上のフレー
ムレートであれば、フォーカスは複数であってもよい。
【０１１１】
　一方、静止画撮影モードでは、上述のように、従来技術と同様にマルチフォーカスで送
受信を行い、素子データを得る。この素子データに整相加算処理を施し、１つの素子デー
タに基づいて超音波画像上の１ラインのデータを作成し、その後、Ｂモード画像データを
得て、超音波画像を静止画として表示部２８に表示させる。この場合でも、例えば、素子
の配列方向に、中心となる素子をずらしつつ、すなわち、配列方向にスキャンしつつ繰り
返し、素子データを得る。
【０１１２】
　なお、動画撮影モードおよび静止画撮影モードのいずれも、超音波画像を得るためのス
キャン方向およびスキャン方式については、特に限定されるものではなく、公知の方法お
よび方式を適宜利用することができる。
　また、動画撮影モードから静止画撮影モードに切り替わった場合、静止画を作成する際
の多数ある焦点のうち、動画の焦点に対応するものについては、動画撮影モードで得られ
たデータを用いることもできる。これにより、静止画の作成に要する時間を短縮できる。
【０１１３】
　静止画撮影モードでは、動画撮影モードに比してフレームレートを考慮しなくてもよく
、１つの音線（超音波画像の１ライン）に対して焦点の位置を複数にし、動画撮影モード
よりも超音波画像の画質が良いものとしている。焦点の位置は、全ての音線で同じでもよ
く、または焦点が異なる音線が混在してもよい。
　また、静止画撮影モードでは、マルチフォーカスであるため、動画撮影モードに比して
空間分解能を向上させた環境音速値を得ることができる。
【０１１４】
　また、静止画撮影モードでも、動画撮影モードと同じくシングルフォーカスで送受信を
行い（第１の）素子データを得て、上述のマルチライン処理を行い処理済素子データを求
めて、この処理済素子データから画像データを生成する構成としてもよい。その際、撮影
モードの切り替えにより、焦点の数や焦点位置などの計測条件（超音波の送受信の条件）
や、マルチライン処理において重ね合わせる素子データの数などのマルチライン処理の処
理条件を変更することができる。例えば、撮影モードの切り替えにより静止画モードから
動画撮影モードに切り替えた場合に、マルチライン処理において重ね合わせる素子データ
の数を減らすことで、動画撮影モードにおけるデータ処理の負担を減らして動画性能を確
保することができる。
【０１１５】
　次に、超音波診断装置１０による超音波画像の撮影方法について説明する。
　図１１は、本発明の実施形態の第１の超音波診断装置の静止画撮影モード、動画撮影モ
ードを説明するためのフローチャートである。
　超音波診断装置１０では、図１１に示すように、動画撮影モードか否かが判断される（
ステップＳ４０）。動画撮影モードか否かは、フリーズボタンの操作により判断される。
　フリーズボタンの操作が解除されている動画撮影モードの場合、シングルフォーカスで
送受信を行う（ステップＳ４２）。そして、受信した素子データに基づいてマルチライン
処理を行う（ステップＳ４４）。そして、処理済素子データに基づいて、超音波画像の動
画を表示させるか、または音速値を算出する（ステップＳ４６）。
【０１１６】
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　一方、ステップＳ４０において、動画撮影モードではない場合、すなわち、フリーズボ
タンの操作されている静止画撮影モードの場合、マルチフォーカスで送受信を行う（ステ
ップＳ４８）。そして、受信した素子データに整相加算処理等を施し、超音波画像の静止
画を表示させるか、または音速値を算出する（ステップＳ４６）。
【０１１７】
　このように、従来よりも画質は劣るものの動画撮影モードで被検体を撮影し、詳細に観
察する箇所等は静止画撮影モードで従来通りの画質で撮影することができる。また、従来
は、静止画撮影モードでしか音速値（環境音速値）の計算ができなかったが、動画撮影モ
ードでも音速値（環境音速値）の計算が可能である。
　なお、本発明のプログラムは、超音波診断装置１０が有するコンピュータに、上述の図
１１に示す動画撮影モード、静止画撮影モードでの各種の撮影方法を実行させるためのプ
ログラムである。また、本発明のプログラムは、上述の各種の処理を超音波診断装置１０
の各部で実行させるものである。
【０１１８】
　また、超音波画像の生成と音速の決定は、同時に行ってもよいし、別々に行ってもよい
。すなわち、１フレーム分の１組の超音波の送受信により得られる素子データから、音速
の決定を行うとともに、超音波画像の生成を行ってもよいし、別々の送受信により得られ
る素子データから、超音波画像の生成と音速の決定とをそれぞれ行ってもよい。音速の決
定は毎フレーム行ってもよいし、数フレームに一回行うようにしてもよい。
【０１１９】
　超音波診断装置１０において、マルチライン処理は、Ａ／Ｄ変換された素子データを用
いるものを例にして説明したが、整相加算後の受信データを用いて、マルチライン処理を
することもできる。この場合、整相加算の基準となるラインを各素子データで一致させて
（整相加算の基準となるラインを各素子データの中心ラインからずらして）、それぞれ整
相加算を行って受信データを生成して、この受信データを用いて、上述のマルチライン処
理を行う。
　あるいは、各第１の素子データに対して、横方向シフト（図７等参照）のみを行った後
に、整相加算をして受信データを生成し、この受信データを用いてマルチライン処理を行
ってもよい。
【０１２０】
　整相加算後の受信データを用いたマルチライン処理のとき、環境音速は、例えば、図１
２に示すようにして決定される。このとき、音速決定部２３は、以下の環境音速決定処理
の機能を有する。
　まず、整相加算後の受信データに対してマルチライン処理を行った後の素子データ（以
下、処理後の素子データという）を用いて画像生成する（ステップＳ５０）。画像生成は
、検波処理部４０と同様に、処理後の素子データに深度に応じた減衰の補正を施して、包
絡線検波処理を施すことにより、Ｂモード画像データを生成する。
　そして、生成した画像の画質を判定する（ステップＳ５２）。ステップＳ５２において
、画質が否と判定されると、音速値を探索範囲内で変更して（ステップＳ５４）、整相加
算処理、マルチライン処理および画像生成を行い、再度画質を判定する。ステップＳ５２
において、画質が良と判定されるまで音速値を探索範囲内で変更しながら（ステップＳ５
４）、画質の判定（ステップＳ５２）を繰り返し行い最適な音速値を求める。
　ステップＳ５２において、画質が良と判定されれば、環境音速値として音速値が記憶さ
れる（ステップＳ５６）。このようにして決定された環境音速値は整相加算処理に用いる
ことができる。また、その環境音速値は、素子データ記憶部２０に超音波画像の位置情報
と関連付けて記憶される。
【０１２１】
　画質の判定には、例えば、生成した画像の画像データのシャープネス値を用いる。これ
以外に、上述のフォーカス指標算出部７６でフォーカス指標として挙げたものを用いるこ
ともできる。音速値の探索範囲については、上述の音速決定部２３の設定音速指定部７４
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での設定音速の設定方法と同様にして設定することができる。
【０１２２】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　図１３は、本発明の第２の実施形態の超音波診断装置を示すブロック図である。図１４
は、局所音速値の演算処理を説明するための模式図である。
　図１３に示す超音波診断装置１０ａは、図１に示す超音波診断装置１０に比して、局所
音速決定部２５、および音速マップ作成部２７が設けられている点が異なり、それ以外の
構成は、図１に示す超音波診断装置１０と同様の構成であるため、その詳細な説明は省略
する。
　局所音速決定部２５は音速決定部２３に接続され、音速マップ作成部２７は局所音速決
定部２５に接続されている。この局所音速決定部２５で決定された局所音速値は、音速マ
ップ作成部２７および整相加算部３８に出力される。なお、局所音速決定部２５、および
音速マップ作成部２７は制御部３０に接続されており、制御部３０で制御される。
　超音波診断装置１０ａは、局所音速値を算出できるとともに、局所音速に基づいて音速
マップを作成することができる。ここで、局所音速とは、被検体内の任意の部位における
音速のことである。
【０１２３】
　局所音速決定部２５は、環境音速値を用いて局所音速を決定するものである。以下、局
所音速値の演算処理について説明する。
　図２は、局所音速値の演算処理を模式的に示す図である。
【０１２４】
　局所音速値の決定には、例えば、本願の出願人により出願された特開２０１０－９９４
５２号公報に記載の方法を用いることができる。
　この方法は、図１４（ａ）に示されるように、被検体内に超音波ビームを送信した際に
、被検体の反射点となる格子点Ｘから探触子アレイ３６に到達する受信波Ｗｘに着目した
とき、図１４（ｂ）に示すように、被検体ＯＢＪ内の着目領域ＲＯＩを代表する格子点を
ＸＲＯＩ、格子点ＸＲＯＩよりも浅い（すなわち、探触子アレイ３６に近い）位置にＸＹ
方向に等間隔で配置された格子点をＡ１，Ａ２，…とし、少なくとも格子点ＸＲＯＩと各
格子点Ａ１，Ａ２，…との間の音速はそれぞれ一定と仮定する。
【０１２５】
　本例では、格子点Ａ１，Ａ２，…からの受信波（それぞれＷＡ１，ＷＡ２，…）の（Ｔ
および遅延時間ΔＴ）が既知として、格子点ＸＲＯＩと格子点Ａ１，Ａ２，…の位置関係
から格子点ＸＲＯＩにおける局所音速値を求める。具体的には、ホイヘンスの原理により
、格子点ＸＲＯＩからの受信波ＷＸと格子点Ａ１，Ａ２，…からの受信波を仮想的に合成
した受信波ＷＳＵＭが一致することを利用する。受信波ＷＸと仮想合成受信波ＷＳＵＭと
の差が最小になる仮定音速の値を、格子点ＸＲＯＩにおける局所音速値とする。
【０１２６】
　ここで、格子点ＸＲＯＩにおける局所音速値を求めるときの演算に使用する格子点Ａ１
，Ａ２，…の範囲および個数は予め決めておく。ここで、局所音速値演算に使用する格子
点の範囲が広いと局所音速値の誤差が大きくなり、狭いと仮想受信波との誤差が大きくな
るため、格子点の範囲はこれらの兼ね合いで決める。
【０１２７】
　格子点Ａ１，Ａ２，…のＸ方向の間隔は、分解能と処理時間の兼ね合いで決定される。
格子点Ａ１，Ａ２，…のＸ方向の間隔は、一例で１ｍｍから１ｃｍである。
【０１２８】
　格子点Ａ１，Ａ２，…のＹ方向の間隔が狭いと誤差計算における誤差が大きくなり、広
いと局所音速値の誤差が大きくなる。格子点Ａ１，Ａ２，…のＹ方向の間隔は、超音波画
像の画像分解能の設定に基づいて決定される。格子点Ａ１，Ａ２，…のＹ方向の間隔は、
一例で１ｃｍである。
【０１２９】
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　なお、格子点Ａ１，Ａ２，…の間隔が広い場合、合成波の演算が困難になるため、補間
によって細かい格子点を生成するようにすればよい。
【０１３０】
　着目領域全体の環境音速値は、局所音速決定部２５に入力される。局所音速決定部２５
では、局所音速値の算出を開始する開始着目画素が設定され、着目画素の局所音速値の算
出が行われる。
【０１３１】
　以下、着目画素の局所音速値の決定方法について、図１５に示すフローチャートを用い
て説明する。
　まず、格子点ＸＲＯＩにおける環境音速値に基づいて、格子点ＸＲＯＩを反射点とした
時の仮想的な受信波ＷＸの波形が算出される（ステップＳ６０）。
【０１３２】
　次に、格子点ＸＲＯＩにおける仮定音速の初期値が設定される（ステップＳ６２）。そ
して、仮定音速が１ステップ変更されて（ステップＳ６４）、仮想的な合成受信波ＷＳＵ

Ｍが算出される（ステップＳ６６）。格子点ＸＲＯＩにおける局所音速値をＶと仮定する
と、格子点ＸＲＯＩから伝播した超音波が格子点Ａ１，Ａ２，…に到達するまでの時間は
ＸＲＯＩＡ１／Ｖ，ＸＲＯＩＡ２／Ｖ，…となる。ここで、ＸＲＯＩＡ１，ＸＲＯＩＡ２
，…は、それぞれ格子点Ａ１，Ａ２，…と格子点ＸＲＯＩとの間の距離である。格子点Ａ
１，Ａ２，…における環境音速値は音速決定部２３で求められており、既知であるため、
各格子点Ａ１，Ａ２，…からの受信波は予め求めることができる。したがって、格子点Ａ
１，Ａ２，…からそれぞれ遅延ＸＲＯＩＡ１／Ｖ，ＸＲＯＩＡ２／Ｖ，…で発した反射波
（超音波エコー）を合成することにより、仮想合成受信波ＷＳＵＭを求めることができる
。
【０１３３】
　なお、実際には、素子データ上で上記処理を行うため、格子点ＸＲＯＩから格子点Ａ１
，Ａ２，…に到達するまでの時間（それぞれＴ１，Ｔ２，…）は下記の式（３）により表
される。ここで、ＸＡ１，ＸＡ２，…は、それぞれ格子点Ａ１，Ａ２，…と格子点Ｘとの
間のスキャン方向（Ｘ方向）の距離である。また、Δｔは格子点のＹ方向時間間隔である
。
【０１３４】
【数１】

【０１３５】
　上記Ｔ１，Ｔ２，…に、格子点ＸＲＯＩと同音線の格子点Ａｎから格子点ＸＲＯＩに到
達するまでの時間（Δt／２）を足した遅延で各格子点Ａ１，Ａ２，…からの受信波を合
成することにより、仮想合成受信波ＷＳＵＭを求めることができる。
【０１３６】
　ここで、格子点をＹ方向に時間軸で等間隔（Δｔ）に設定する場合、空間上での間隔は
必ずしも等間隔にはならない。したがって、各格子点に超音波が到達するまでの時間を計
算するときに、式（３）においてΔｔ／２の代わりに補正したΔｔ／２を用いてもよい。
ここで、補正したΔｔ／２は、例えば、格子点ＸＲＯＩと同音線の格子点Ａｎに比べたＡ
１，Ａ２，…の深さ（Ｙ方向の距離）の差をＶで除算した値をΔｔ／２から加算・減算し
た値である。各格子点Ａ１，Ａ２，…の深さはそれより浅い格子点において局所音速値が
既知であることから求められる。
【０１３７】
　また、仮想合成受信波ＷＳＵＭの算出は、実際に格子点Ａ１，Ａ２，…から遅延ＸＲＯ

ＩＡ１／Ｖ，ＸＲＯＩＡ２／Ｖ，…で発した既定のパルス波（それぞれＷＡ１，ＷＡ２，
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…）を重ね合わせることにより行う。
【０１３８】
　次に、仮想受信波ＷＸと仮想合成受信波ＷＳＵＭの誤差が算出される（ステップＳ６８
）。仮想受信波ＷＸと仮想合成受信波ＷＳＵＭの誤差は、互いの相互相関をとる方法、仮
想受信波ＷＸに仮想合成受信波ＷＳＵＭから得られる遅延を掛けて位相整相加算する方法
、または逆に仮想合成受信波ＷＳＵＭに仮想受信波ＷＸから得られる遅延を掛けて位相整
相加算する方法により算出される。ここで、仮想受信波ＷＸから遅延を得るには、格子点
ＸＲＯＩを反射点とし、音速Ｖで伝播した超音波が各素子に到着する時刻を遅延とすれば
よい。また、仮想合成受信波ＷＳＵＭから遅延を得るには、隣り合う素子間での合成受信
波の位相差から等位相線を抽出し、その等位相線を遅延とするか、または単に各素子の合
成受信波の最大（ピーク）位置の位相差を遅延としてもよい。また、各素子からの合成受
信波の相互相関ピーク位置を遅延としてもよい。位相整相加算時の誤差は、整相加算後の
波形のpeak to peakとする方法、または包絡線検波した後の振幅の最大値とする方法によ
り求められる。
【０１３９】
　次に、ステップＳ６４からステップＳ６８が繰り返されて、全ての仮定音速の値での演
算が終了すると（ステップＳ７０で“Ｙ”）、格子点ＸＲＯＩにおける局所音速値が判定
される（ステップＳ７２）。ホイヘンスの原理を厳密に適用した場合、上記ステップＳ６
６において求めた仮想合成受信波ＷＳＵＭの波形は、格子点ＸＲＯＩにおける局所音速値
をＶと仮定した場合の仮想受信波（反射波）ＷＸの波形と等しくなる。ステップＳ７２で
は、仮想受信波ＷＸと仮想合成受信波ＷＳＵＭとの差が最小になる仮定音速の値を格子点
ＸＲＯＩにおける局所音速値と判定する。
【０１４０】
　なお、上記の方法（仮想合成受信波形算出、仮想受信波形との誤差算出、音速判定）の
代わりに、格子点ＸＲＯＩの環境音速値と格子点Ａ１，Ａ２，…の環境音速値を入力とし
て格子点ＸＲＯＩにおける音速値を出力とするテーブルを利用してもよい。
　また、異なる間隔、異なる範囲の格子点を用いて、局所音速値の判定を複数回行うよう
にしてもよい。
【０１４１】
　音速マップ作成部２７は、局所音速決定部２５で決定された局所音速値を、超音波画像
での位置情報に関連付けて記憶し、局所音速値と超音波画像の位置情報との音速マップを
作成する。音速マップ作成部２７は、音速マップの情報を整相加算部３８に供給する。
　これにより、素子データに対して整相加算部３８で受信フォーカス処理を行う際に、音
速マップ作成部２７に記憶された音速マップに基づく受信フォーカス処理を行うことがで
きる。これ以外に、送信部１４により超音波ビームの送信を行う際、音速マップ作成部２
７に記憶された音速マップに基づいて駆動信号の遅延量を調整するようにしてもよい。
【０１４２】
　このように画像生成部２４では、局所音速決定部２５で決定された局所音速値を用いて
、整相加算処理がなされて、表示に供するためのＢモード画像データ（表示画像データ）
が作成される。そして、局所音速値が用いられた超音波画像が動画または静止画として、
表示部２８に表示される。
【０１４３】
　音速マップ作成部２７は、局所音速決定部２５から局所音速値が供給される度に、対応
する領域の局所音速値を順次、更新する構成としてもよいし、フレーム毎に音速マップを
作成するようにしてもよい。また、フレームごとに音速マップを生成するとともに、最新
の音速（音速マップ）のみならず、数フレーム前までの音速マップを記憶しておいてもよ
い。
【０１４４】
　超音波診断装置１０ａは、第１の実施形態の超音波診断装置１０と同じく、動画撮影モ
ードと静止画撮影モードで超音波画像の撮影が可能であり、第１の実施形態の超音波診断
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装置１０と同じ作用効果を有する。
　超音波診断装置１０ａでも第１の実施形態の超音波診断装置１０と同じく整相加算後の
受信データを用いてマルチライン処理をすることができる。
【０１４５】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　図１６は、本発明の実施形態の超音波診断装置の他の例を示すブロック図である。
　図１６に示す超音波診断装置１０ｂは、図１に示す超音波診断装置１０に比して、音速
補正部２９が設けられている点が異なり、それ以外の構成は、図１に示す超音波診断装置
１０と同様の構成であるため、その詳細な説明は省略する。
　音速補正部２９は、音速決定部２３および整相加算部３８に接続されている。なお、音
速補正部２９は制御部３０に接続されており、制御部３０で制御される。
【０１４６】
　音速補正部２９は、環境音速に基づき音速を補正し、音速補正値を得て、記憶保持する
ものである。具体的には、音速補正部２９は、初期設定音速を算出された環境音速に置き
換えて記憶保持する。初期設定音速とは、整相加算部３８において、受信データの作成に
用いられる音速値としてデフォルトで設定されている音速値のことである。
　音速補正部２９の音速補正値は、整相加算部３８に出力される。これにより、素子デー
タに対して整相加算部３８で受信フォーカス処理を行う際に、音速補正値に基づく受信フ
ォーカス処理を行うことができる。
【０１４７】
　画像生成部２４では、音速補正部２９で再設定された初期設定音速値を用いて、整相加
算処理がなされ、表示に供するためのＢモード画像データ（表示画像データ）が作成され
る。そして、音速補正値で音速が補正された超音波画像が動画または静止画で表示部２８
に表示される。
【０１４８】
　超音波診断装置１０ｂは、第１の実施形態の超音波診断装置１０と同じく、動画撮影モ
ードと静止画撮影モードで超音波画像の撮影が可能であり、第１の実施形態の超音波診断
装置１０と同じ作用効果を有する。
　超音波診断装置１０ｂでも第１の実施形態の超音波診断装置１０と同じく整相加算後の
受信データを用いてマルチライン処理をすることができる。
【０１４９】
　本発明は、基本的に以上のように構成されるものである。以上、本発明の超音波診断装
置、超音波画像生成方法およびプログラムについて詳細に説明したが、本発明は上記実施
形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良または変更をし
てもよいのはもちろんである。
【符号の説明】
【０１５０】
　１０、１０ａ、１０ｂ　超音波診断装置
　１２　（超音波）プローブ
　１４　送信部
　１６　受信部
　１８　Ａ／Ｄ変換部
　２０　素子データ記憶部
　２２　素子データ処理部
　２３　音速決定部
　２４　画像生成部
　２５　局所音速決定部
　２６　表示制御部
　２７　音速マップ作成部
　２８　表示部
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　２９　音速補正部
　３０　制御部
　３２　操作部
　３４　格納部
　３６　探触子アレイ
　３８　整相加算部
　４０　検波処理部
　４２　ＤＳＣ
　４４　画像処理部
　４６　画像メモリ
　４８　遅延時間算出部
　４９　重ね合わせ処理部
　７０　着目領域設定部
　７２　送信フォーカス処理部
　７４　設定音速指定部
　７６　フォーカス指標算出部
　７８　音速判定部

【図１】 【図２】
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